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平成２３年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

                            平成２３年６月９日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２４番 山本はるひ議員 

      １．保育園整備・運営の現状と今後の計画について 

      ２．ごみの減量化と資源ごみの収集方法について 

      ３．在宅高齢者への福祉施策の現状と課題について 

      ４．東日本大震災被災地への支援と福島原子力発電所事故からの避難者の受け入れの対応について 

    １ 番 櫻田貴久議員 

      １．震災に強いまちづくりについて 

      ２．地域経済を守る取り組みについて 

    ９ 番 鈴木 紀議員 

      １．局所的集中豪雨対策について 

      ２．東日本大震災における本市の対応について 

    ２０番 平山啓子議員 

      １．災害に強いまちづくりについて 

      ２．節電対策について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） おはようございます。 

散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（君島一郎君） 初めに、24番、山本はるひ

君。 

○２４番（山本はるひ君） 皆様、おはようござい

ます。それでは、通告に従いまして市政一般質問

を行います。 

  １、保育園整備・運営の現状と今後の計画につ

いて。 

  ①那須塩原市保育園整備計画では、前期計画は

平成21年度から24年度となっております。この中

では、民間活力導入よる整備として５つの公立保

育園を民営化することが計画されております。こ

の進捗状況を伺うものです。 

  ②いなむら保育園とわかば保育園の統廃合、あ

るいは移転については、平成25年度から28年度の

後期計画に入っておりますが、その計画や完成予

定についてお伺いいたします。 

  ③整備計画の基本的な考え方の中には、保育

園・幼稚園の機能をあわせ持つ施設の整備を見据

えるとありますが、市内の保育園や幼稚園などに

対しての働きかけ、あるいは問い合わせ状況につ

いてお伺いいたします。 

  ④国の政策の変更によっては市の計画の見直し

が必要になると思いますが、そのときにはどのよ

うにするのかお伺いいたします。 

  以上、１番目の質問です。よろしくお願いいた

します。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。24番、

山本はるひ議員の市政一般質問にお答えをいたし

ます。 

  １の保育園整備・運営の現状と今後の計画につ

いて、順次お答えをいたします。 

  ①の５つの公立保育園民営化の進捗状況につき

ましては、ゆたか保育園を平成23年４月に民営化、

１番目として移管をいたしました。今年度は東保

育園を、25年４月の民営化に向けて現在事業者を

募集しており、事業者の年度内選定に向けた手続

を進めておるところでございます。引き続き保護

者の理解と協力を得て、順次民営化を進めてまい

ります。 

  ②のいなむら保育園とわかば保育園の統廃合、

あるいは移転については、前期計画である５つの

保育園の民営化の進捗状況を見ながら、後期計画

期間内での民間活力導入によります新設・移転を

進めてまいります。 
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  ③の保育園・幼稚園の機能をあわせ持つ施設に

つきましては、保育園整備計画に基づき西那須野

地区の市立保育園の新設を進めていく中で、新設

を予定している事業者から認定こども園として開

設したいとの相談がありました。 

  市は、事業者と県との調整役を担い、本年４月

１日に西那須野幼稚園とこひつじ保育園が一体と

なった認定こども園西那須野幼稚園として開設し

たところであります。今後保育園・幼稚園等の意

向を確認しながら認定こども園の整備についても

検討してまいります。 

  ④につきましては、国の政策がどのように変更

され、それが市の計画にどのような影響があるか

明らかでありませんが、今後の国の動向を見極め

てまいりたいと考えております。 

  以上、答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、再質問をい

たします。 

  ことしの４月にゆたか保育園の民営化がなされ

て２カ月と少しというところでございますが、残

りの４園を民営化するに当たって特に今後考慮す

べきこと、あるいは慎重にしなければならないこ

となどございましたらお答え願います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） ことしの４月にゆ

たか保育園が民営化されたということなんですが、

ゆたか保育園の民営化については１年間という十

分な引き継ぎ期間を設けた。その中で、市と引き

受け側の事業者と保護者との間でたび重なる会合

を持って、それぞれが共通の認識の中で引き継ぎ

を行えたということで、非常にスムーズな引き継

ぎが行われたというふうに自負しております。 

  したがいまして、今後民営化が予定されている

保育園の保護者の皆さんも、そこら辺の状況を注

視されていたと思いますので、この状況をごらん

になって相当程度、皆さんご安心いただけている

と思います。 

  今後においては、事業者の選定に十分留意しな

がら同じような、丁寧さをもってやっていければ

よろしいかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 先ほどの答弁の中で、

東保育園の民営化が25年度に向けてということで

したが、これは計画より１年おくれていると思い

ます。その理由をお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 東保育園の民営化

に当たって事業者の募集を行ったところでござい

ますが、第１回目の募集に応募してくださった事

業者が１件のみということでありました。 

  この件につきましては、保護者の方との前もっ

ての相談の中で、複数の事業者の中から比較選考

した中で最もよい事業者を選ぶという方法を合意

しておったものですから、一たんそれは白紙にし

て、エリアを広げた中で再度募集をかけるという

方法をとることになりました。現在募集中でござ

います。 

  そのような状況で、やむを得ず１年おくれたと

いうような状況であります。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、事業者を選定する

に当たって１つの事業者しか応募がなかったので

おくれたということではございますが、あと残る

３つの保育園、全体で５つの保育園を民営化する

に当たって、この１年おくれたということで全体

の見通しについてはどのようになったのかお聞か
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せください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） ２番目の保育園が

１年おくれましたけれども、今後については１年

間に２つずつでも複数の民営化というようなこと

も考えながら、予定どおり28年度までには完成さ

せたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、予定どおり

進めていくということで安心はしているんですけ

れども、残る３つの公立保育園、ひがしなす・と

ようら・西保育園につきまして、今年度中に民営

化をするということに対する保護者に対しての説

明などのめどはつくというふうに考えていらっし

ゃるのかどうか、それぞれについて教えていただ

きたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） あと残り３つとい

うことになりますけれども、とようら保育園、ひ

がしなす保育園、西保育園、いずれも保護者の皆

さんにおいては絶対的に反対というお立場はない

ということで、その中で順次進めていきたいとい

うふうに考えているんですけれども、今年度間も

なく次の民営化の保育園を決めたいというふうに

考えています。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） そういたしますと、今

後においては地域の保護者の方に対する説明など

は順調にいくだろうということだというふうに理

解するんですけれども、今回の東保育園につきま

して、事業者が決まらなかったために保護者の方

が１事業者だけの応募だけではだめだというふう

に決めたということなんですが、こののちの３つ

の保育園につきましてもそのような決め事をする

のか。 

  そして、そういうことで応募してくるところが

少ないというような現実になったときに、それに

よって１年１年とおくれていけば、やはり地元の

方々、保護者の方にとっても、お子さんにとって

もいいことではないと思うんですが、その辺、今

後事業者がたくさん応募してこなかったときの方

策はどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 最初の出発の時点

では、複数事業者の中から一番いい事業者をとい

うようなことでお約束をして始まったわけですけ

れども、今回のことを受けまして、実際市内で、

うちのほうが学校法人もしくは社会福祉法人とい

うような事業者の資格を定めておりますので、限

られた事業者ということでだんだん数が減ってく

るであろうということは最初から予測はされてい

たんですけれども、今回の延期の事態を受けまし

て、今後保護者の方に説明する際には、仮に一社

であっても一応それの審査を行うと。 

  そういった中で、当然審査に通らないようなこ

とであればやむを得ないですけれども、それでも

って審査をして十分引き受けていただける事業者

だということであれば、一社でも進めるというよ

うなことで今後の保護者会との話し合いを進めて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、それをお答えいた

だきまして大変安心いたしました。ことしどんな

結果が出るかわからないですが、結果として、も

し最初に応募してきた事業者が受けたというよう

なことになりますと、経過はともかくとして１年

おくれたことに対して、やはりどうだったのかな
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というふうになると思いますので、今後進めてい

くに当たりましては、どうぞ事業者を決めるとき

の決め方を慎重にしていただいて、そして計画ど

おり保護者の理解と協力を得て、そしてよりよい

保育ができるような形で進めていっていただきた

いと思います。 

  次に移ります。 

  ２番目の、いなむら保育園とわかば保育園の統

廃合、あるいは移転についてのことでございます

が、後期計画にのせるということは平成24年度末

までには策定をするというふうになっているんだ

と思います。この２園につきましては両方とも借

地ということでございまして、片方は昭和50年、

片方は昭和46年に建設をしたという、かなり老朽

化をした建物だということで、やはり市ではこれ

をどうにかしなければいけないということになっ

ているんだと思います。 

  それで、この市の保育園整備計画ができました

のは平成20年５月だったと思います。少なくとも

21年には大枠でこの２つの保育園の計画ができて

いたのではないかと思われるのですが、ただいま

のお答えの中では、今後、後期計画のその５つの

保育園の民営化を見定めながら考えていきたいと

いうようなお答えだった、進めていきたいという

ようなことだったんですね。 

  それで、この２つの保育園の移転あるいは建築

計画、具体的には見えてきていないのでしょうか。

再度お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） いなむら保育園、

わかば保育園につきましては、今のところ具体的

には定めておりません。と申しますのも、この計

画ができたときから年月が経過する中で、保育需

要も相当変わってきてございますので、その当時

の保育需要の見込みでよいかどうか、地域的な配

置はどうなのか、そこら辺のところを再度検証い

たしました上で、この２つの保育園をどのあたり

に、もしくはどの程度の規模でというようなこと

をできるだけ正確に把握した上で、改めて計画の

ほうにのせていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 平成21年第７回の定例

会において、市内若草町の土地２万3,330㎡を取

得したということの審査がなされています。この

とき総務企画常任委員会で審査が行われて議会で

はこれは通ったわけですが、国有財産関東地方審

議会議事録というものによりますと、平成22年６

月22日に那須塩原市若草町に所在する土地を那須

塩原市に対し、公民館及び保育所敷地として直売

却することについて諮問が出されています。 

  その中で、市の利用計画では北西から南東にか

けて230ｍ、北東から南西にかけて130ｍ、短いと

ころで80ｍの長方形の部分を、西側に運動場と駐

車場を備えた公民館を、東側には保育所を整備す

ることになっているというふうに説明がされてお

ります。しかも、稲村地区の公民館の現状ととも

に稲村地区の保育園の現状を非常に細かくそこで

説明をされておりまして、公民館は24年度設計、

25年度工事着手、そして完成。保育所につきまし

ては24年度に事業者の公募選定、25年度に設計を

して27年度開園を予定しているというふうに述べ

ております。 

  その説明をもとにして、この土地を那須塩原市

に渡すということは適正であるというふうに審議

がなされている記録がございます。 

  公民館につきましてはいろいろ、議会でもここ

で一般質問がされておりまして、予定よりも１年
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早く前倒しで設計がされ、そして建設ができると

いうふうに答えられているんですが、同じ土地を

取得した時点で並列で述べられている公民館と、

並列で述べられている保育園については、具体的

なお答えが出てこなかったのですが、その辺の理

由はどういうふうになっているのでしょうか。ち

ょっとわかりやすく説明をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 今おっしゃられた

土地については、取得に当たって、確かに公民館

並びにいなむら保育園というような用途というこ

とで購入したことは確かでございます。 

  それについて、保育園についてはその時点では

まだ構想段階ということで、特にわかば保育園の

処遇というのがございます。街中の保育園という

こともありまして、わかば保育園といなむら保育

園といきなり統合してあちらに持っていくのが適

切なのか。そうしますと、規模的には相当大きな

規模が予想されるんですけれども、そこら辺のと

ころも保育園としてどうなのか。細かい点で詰め

なければいけない部分が多々ございますので、今

のところまだ具体的にはどういう保育園をという

ようなことはないということでございます。 

  一応、いなむら保育園、わかば保育園の移転用

地としてあちらの用地は確保していますので、例

えば、民営で新しい保育園をいなむら・わかばの

廃止とともにそちらのほうにつくるというような

ことであれば、提供できる土地を確保してあると

いう段階に今のところはございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） この土地を取得したの

は２年ぐらい前になると思うんですが、これを、

先ほど申しました審議会の議事録によれば、この

ときの説明では公民館と同じように大変具体的な

説明がなされておりまして、その中で公募により

保育園の整備と運営をする民間業者を選んで、こ

の若草町の土地の提供を受けて整備を行って、市

の指導で運営をするということになっているとい

うふうに話し合いというか、那須塩原市は説明し

ているんだということなんですね。 

  今の部長のお話ですと、何かそこを手当てはし

てあるけれども、まだ具体的ではないというよう

なお話なんですが、やはり土地を取得するときに

はいろいろな理由があるんでしょうが、私、余り

土地の取得は詳しくないんですが、片方の公民館

は着々と具体化され、同じような説明をされてい

た保育園についてだけは、余り議会でも説明がな

されては多分おりませんし、私としては、ここに

いなむら保育園とわかば保育園を一緒にした保育

園が民営で行われるんだろうなというふうに考え

ていいような気がするんですが、なぜそれがまだ

具体化してこないのか、もう少し説明のほうをお

願いしたいのと、このことについては今後どのよ

うに進めていくのか、いつ具体化していくのか。

保育園のお子さんたちももちろんですが、保護者

の方たちが大変心配しておりますので、お話し願

えればと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 取得するときの考

え方については、市内部の構想というようなこと

で、この保育園整備計画の後期計画を定めて、実

際に計画を具体化するに当たっては整備計画策定

当初にいろいろ専門的な知識・経験がおありの方

等にお集まりいただいてご意見を聞いた中で策定

した経過がございますので、工期についてもその

ようなご意見を広く集めた中で具体的なものにし

ていきたいと。 

  市としての構想としては、確かにおっしゃられ
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るように、あちらの用意した土地に民間のお力を

借りて移転・新設というような方向があるのでは

ないかというようなことは確かにございますけれ

ども、そういうような状況でございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、稲村地区の住民だ

けではなくて、わかば保育園のある黒磯地区の

方々にとっても、やはりこの２つの老朽化した保

育園がどうなるかということについては大変関心

のあるところでございますので、ぜひ公民館の新

築と同様にこの計画をきちっと進めていただいて、

具体化していただいて、皆さん、住民の方々、保

護者の皆様、ひいては子どもたちのためになりま

すので、きちんとした計画を立てて進めていって

いただきたいというふうに強く要望して、この項

は終わります。 

  次にいきます。 

  いわゆる認定こども園についての考え方をお尋

ねしたんですけれども、西那須野にできましたこ

ひつじ保育園は、途中から西那須野幼稚園と一緒

になる形で認定こども園西那須野幼稚園になった

と先ほど説明がございましたが、当初は保育園の

予定が、計画の中で認定こども園になったという

ことについて、それを進めていく上で、多分市の

ほうもいろいろアドバイスをされながら進めてい

ったと思うんですが、それのご苦労、あるいはご

感想、そして今後に対してよかったこと、こうし

たほうがいいというようなことがございましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 西那須野幼稚園に

つきましては、今現在西那須野幼稚園とこひつじ

保育園と同じ敷地の中に２つあって、一体的な運

営をしてございます。 

  ですから、保育園の需要並びに幼稚園の需要と

いうのに一体的に事業者として取り組んでおられ

るというようなことで、ある程度幅の広い保育な

り幼児教育なりができるのではないかと思ってお

ります。 

  ただ、実際に進めていくに当たっては、幼稚園

については所管が文部科学省、保育園については

厚生労働省ということで、認定先が２つに分かれ

ているというようなことで、今後運営していくに

当たっても、補助金とか全部経理を分けなきゃい

けないというようなことで、かなり事務的には難

しいような制度であるというようなことがわかっ

ておりますので、今後は国のほうで幼児教育、保

育施設の一本化ということが今審議されておりま

すけれども、今後はそれがさらに使い勝手のよい

制度になれば、どんどん活用していくような方向

で市のほうも考えていきたいとは思っているんで

すが、今の認定こども園についてはなかなか広が

っていくのは難しいのではないかというふうには

感じております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 西那須野幼稚園とこひ

つじ保育園につきましては見せていただいて、中

を見学してまいりましたが、500人からの子ども

たちが大変、保育園も幼稚園もなく、特に４歳児、

５歳児につきましては一緒にそこで学んだり育っ

たりということをしておりました。 

  そこでは小学校６年生までの学童保育も加わり

まして、ゼロ歳から12歳までの子どもたちがそこ

で過ごしているというのは、見ていて大変すごい

なというふうに思ってまいりました。 

  それで、ただいまなかなか事務的なもの経理的

なものが難しくて進めていけない、あるいは国の

施策がというようなことがございましたが、当市

では保育園の定員ぎりぎりいっぱいまでとって、
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なお現在でも待機児童がおります。一方で、幼稚

園のほうは、園にもよりますが定員が割れている

ところもございます。非常に大ざっぱに言います

と、幼稚園と保育園の現在の定員を足すと、年齢

はともかくといたしまして、ほとんどの方が入れ

るというような現状になっていると理解しており

ます。 

  ということは、整備するのは大変ではあろうと

は思いますが、もし幼稚園なり保育園なり、学校

法人あるいは社会福祉法人の中で、そういうもの

に困難であっても自分たちはやるんだという意欲

のあるところについては、やはり市は支援をして

いって進めていくことが今後の方策としてはいい

のではないかと考えますが、その辺について市で

はどのように考えているのか。 

  また、この西那須野幼稚園は結果として認定こ

ども園になったのですが、市内でほかの事業者、

保育園でも幼稚園でもいいんですが、そういうと

ころで手を挙げて、ぜひ認定こども園というよう

な形で何かやっていきたいというような、そうい

う要請というか要望というか、働きかけというの

があるのかどうかについて、あわせてお尋ねいた

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 確かに、幼稚園と

いうのが今市内にたくさんございまして、定員が

割れているところもあるというふうには承知して

ございます。 

  したがいまして、今後この保育園整備計画を見

直していく中で、当然保育需要というものが一番

どのぐらいになるかというのを把握するのが最初

なんですが、その中で、今の状況を見ますと恐ら

く今の保育園の定数では足りないだろうと。そこ

を埋めていくについて、どのような方法があるか、

新しい保育園をつくるのか、もしくは今の保育園

の定員をふやすのか。その一つの選択肢として、

今ある幼稚園─幼稚園も当然市内にあります子

育てのための大切な資源でございますから、そこ

ら辺のところを上手に利用するということがよろ

しいんでしょうかどうでしょうか、活用した中で、

保育園も幼稚園も元気に子どもたちを育てていけ

るような環境が整えられればいいのではないかと

いうふうには考えております。 

  その辺も視野に入れて、今後この計画の次の段

階を策定していきたいというふうに考えておりま

す。 

  それとあと、市内の幼稚園でそのような希望が

あるかどうかということなんですけれども、昨年

度１件ほど、そのような計画について課のほうで

相談を受けたというような実績はございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、保育園と幼稚園の

垣根が下がっていて、現実として市の民営化の保

育園の運営につきましては、実際は幼稚園をやっ

ている学校法人が社会福祉法人を立ち上げて、そ

こが運営をすることになったというのが１つ目の

現実だと思うんです。 

  そうしますと今後ますます、もちろん所管の省

は違うところではございますけれども、子どもを

育てていくということでは、やはり幼稚園も保育

園も形としては残るとしても一緒にやっていくと

いうのが時代の流れだと思います。 

  そういう中におきまして、ただいま認定こども

園西那須野幼稚園は多分いい形で出発をしたんだ

というふうに思っております。今、黒磯の地区で

もそういう相談が前年度にあったということなん

ですが、そこにつきましてはどのように対処をし

て、どういうふうに今なっているのかどうかにつ
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いてだけお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 相談があった件に

ついてなんですけれども、立ち上げるに当たって

の手続の方法であるとか、どこにそういう書類を

提出したらいいかとか、そういうような相談を受

けたわけなんですけれども、その中で実際に事業

が開始するとなった場合には、当然市としての補

助というか、市の予算というものが絡んでくるわ

けであります。 

  したがいまして、昨年の後半にそのようなご相

談を受けた中で、すぐに翌年度ということはとて

も無理なことであるというようなことで、そのよ

うなご意向も踏まえた上で、今後の整備計画の中

で、もしそういう施設が必要であればそういうも

のも取り込んでいった中で、新たな計画をつくっ

ていきたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 保育園のこと、あるい

は保育園の整備、計画についてお尋ねいたします

と、いつも20年度につくった保育園整備計画にの

っとってというふうに言葉が返ってまいりますが、

国のほうの施策がどんどん変わっていく中で、そ

して市民の状況も今回の震災も影響しているとこ

ろはありますが、事情が変わってきている中で、

やはり一度つくったものを、それに合わないから

といってできないというのも少し硬直した考えな

のかなというふうに思っております。 

  昨年、やりたいというところがあったけれども、

うまくいかなかったということではございます。

いろいろ理由はあったんだと思いますが、認定こ

ども園の整備の意向調査などについて、そういう

ことを市は行っているのか、あるいは今後行うつ

もりがあるのかについて伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 幼稚園に対してと

いうことでよろしいかと思うんですが、具体的に

幼稚園に対して、現在認定こども園のほうに進む

お気持ちがおありかどうかというようなアンケー

トというか、意向調査というのは今までやったこ

とはございません。 

  しかしながら、これから新しい後期計画をまと

めて上げていく上では、そのような今現在ある幼

稚園のお考えというのを確認するということが非

常に重要なことだと思っております。年に何回か、

幼稚園も含めた会議等もございますので、そのよ

うな中で確認していければというふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 先ほどの質問の中で、

民間保育園に手を挙げる事業者が１つしかなくて

というお話もございましたように、今やはり保育

園だけを運営していくということは大変難しい時

代になってきているのだと思います。まして、新

設で保育園をつくるというようなこともなかなか

できにくいという、保護者のニーズというものも

ございまして、そういう中で認定こども園の今の

システムがいいかどうかということはいろいろ問

題はございます。事務的なもの、経理的なものが

２つに分かれて大変だということはございますが、

それでもやっていこうという気持ちがある事業者

に対しては、ぜひやはり調査をしていただいて、

民間活力を入れていくということはそういうこと

だと思いますので、進めていっていただきたいと

いうふうに思います。 

  やっぱり保育と幼児教育、あるいは学童保育も

つながっていくと思うんですが、そういうところ

をあわせ持った施設が認定こども園だというふう

に思いますので、ぜひ子育て支援と子どもたちの
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健全な発達のために、そのような努力を惜しまな

いで進めていっていただきたいというふうに思い

ます。 

  最後の質問になります。 

  国の施策によってどうかということは、それは

見てみないとわからないということなんですが、

那須塩原市民の子育てに対する要望本位で考える

べきものだと思うんです、こういうことは。国が

どうであれ、やはりこういう子育て支援をしてい

くんだという強い気持ちを持っていただきたいと

いうふうに思うんですが、市は、保育園に入園を

する際に希望をとっております。第１から第３ま

で書くようにというふうになっています。多分、

それでどこが多かったか、少なかったかというこ

とを聞くわけではないんですけれども、そういう

保育園の、多分地域的なものだけではなくて、特

に私立保育園に関しましては人気のあるところと

ないところと、多分あるんだろうと思います。 

  そういう保育園が人気のあるところはどういっ

た保育をしているのか、どういう要因で人気があ

るのかということをきっちりと探っていただいて、

今後の新たな保育園の整備運営については、将来

の子どもたちのために、そして保護者を支援する

ためにという観点に立って施策を進めていってい

ただきたいと思います。 

  これで最初の質問を終わります。 

○議長（君島一郎君） はい。 

○市長（栗川 仁君） 私から２点についてお話を

したいということで思っております。 

  まず、１点目の①の民営化の中で、応募が１件

しかなかったので今回は複数であるという決まり

事の中でやったということで、今後必ずそういう

ことで市内の業者は少なくなっていくということ

は私もわかっております。 

  しかし、公平な立場でものを運営させる、そう

いう目的のもとで公募制、しかも公募が１つだっ

たからということは認めないよという話で進めて

おります。それは保護者も十分理解をしていると

私ども認識しております。数が減っていった場合、

そういうことも考えなければならないのかなとい

う意味で、福祉部長がご答弁をしたというふうに

私は認識をしております。 

  そういうことでございますので、万が一そうい

う形になるにしても、当然保護者の合意を得た中

で約束事を変えていくという考えでご理解をいた

だきたいなと思っております。 

  現時点ではそういうことですので、これから先

も、要するに公募制の中で、地域が市内になけれ

ば、実は今回大田原と矢板まで入っています。当

然、それでなければ宇都宮という話にもなってく

るのかなと。これは公募の原則としては、地域内

になければ─地域優先という考え方から地域を

限定してはいましたけれども、なければ公募を広

げて、入札制度でも何でもそういう形で進めます

ので、約束事でございますから、考え方の中では

福祉部長の考え方もありますけれども、現実的に

はそういうことだということでご理解をいただき

たいというふうに思います。 

  また、３点目の公共用地取得審議会の経過等に

ついてのお話がございました。当然、ものを買う

のに目的なしでは買えませんので、こういう形で

進めていきたいと、具体的な詳細については設計

とかそういうものになってこないとわかってこな

いし、当然保育園は保育施設としての整備計画、

先ほど言っている計画にのっていきたい。ただ、

公民館につきましては、これも後期計画の予定で

ございました。しかし、用地が確保できてそのま

ま放置しておくよりも、前倒しでやったほうがよ

いだろうという判断のもとでやっております。 

  いずれにいたしましても、計画上は行政であそ
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こをそういう形で２つの用地を１つにするよとい

う計画はございますけれども、それらも煮詰めな

いと進めていけないという状況でございますので、

審議会で説明したものがそのまま計画上にのって

いくという形にはならない部分もありますので、

ご理解をいただきたいとお願いを申し上げます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） わざわざつけ加えてご

説明いただいて、ありがとうございました。大変

わかるところございますので、ぜひ進めていって

いただきたいと思います。 

  それでは、２番目の質問に移ります。 

  ごみの減量化と資源ごみの収集方法について。 

  ①栃木県及び県内市町は、地球温暖化防止とご

み減量化のためにレジ袋無料配布中止の取り組み

を行っております。ことし行われた消費生活展に

おきましては、「マイバッグを使おうよ」と書か

れたポリプロピレン製の袋を渡しておりました。

市内のスーパーなどでの買い物の状況を見ており

ますと、マイバッグ持参者は確実にふえておりま

す。 

  ところが、ごみ収集においては、缶類、瓶類な

ど資源ごみについては25リットルまでの透明もし

くは半透明の袋に入れるようにと指示しておりま

す。レジ袋をもらわずにマイバッグを持参すると

いうことを続けていきますと、資源ごみを入れる

ための袋を買わなければいけない、そういう矛盾

が起きます。この矛盾を解消するためにも、資源

ごみの収集方法の改善を求めたいということで質

問をいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） それでは、資源ご

みの収集の方法の改善についてのご質問にお答え

をいたします。 

  レジ袋の削減は、買い物の際に不要なレジ袋を

断るということであり、必要な場合も当然ありま

すので、レジ袋が全くなくなるということは考え

ておりません。 

  したがいまして、家庭にあるレジ袋を含む不要

になった袋をそのまま捨てるのではなく、資源物

を出す袋として再利用いただいております。また

一方で、資源物を入れるための透明袋を購入して

いる状況も承知をしております。 

  現在のごみ分別収集につきましては、平成19年

３月に策定した那須塩原市一般廃棄物処理基本計

画に基づき実施をしておりますが、平成23年度及

び24年度でこの計画の見直しを予定しております。

本計画の改定の中で、資源物の収集方法等につい

て検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今ご答弁いただいたん

ですけれども、前段の部分の意味がよくわからな

かったんです。私が聞いていることと─大変申

しわけないんですが、もう一度説明をしていただ

けますでしょうか。レジ袋の削減は不要なレジ袋

を断ることでどうのこうのという話だったんです

が、もう一度その部分だけ、読んでいただいて結

構ですので、ちょっと理解ができませんでした。

すみません。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいまの前段の

部分ということでありますが、レジ袋については

ご質問のとおり、レジ袋の削減、無料配布中止と

いうことが書いてありますけれども、削減という

ことでのそういった協議会、同じ生活圏でありま

す大田原市と那須町、２市１町で昨年立ち上げて
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おります。 

  そういうことで、レジ袋の削減ということにつ

いても積極的に市としても事業を展開しているわ

けですが、その中でも、全くこれがなくなるとい

うことではないというふうな認識を持っておりま

す。そういうことで、そういったことを申し上げ

たのと、またそのほかに、そういったレジ袋も含

めましてそのほか不要になった袋があれば、それ

を活用していただいているというふうなことを申

し上げました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 私、多分言っているこ

とはわかっていると思うんですが、答えが少し、

私としてはずれているような気がいたしますが、

それはそれとして、ここで言いたいことは１つで

す。 

  レジ袋を削減するということは、それでいいこ

とだとは思うんですけれども、現在缶あるいは瓶

をわざわざ、レジ袋に入れている方もありますが、

そうではなくて市販の半透明あるいは透明の袋に

入れて、それを収集しているわけです。 

  その収集したものをクリーンセンターに持って

いって、袋を破る機械を通して、そしてその袋は

即ごみになっているわけです。その量も聞きまし

たが、少なくない量がごみになっていて、そして

その袋を破る機械を通すことによって、特に瓶は

割れていくという話でした。その率が、瓶などは

そのまま回収すれば─もちろん割れるものはあ

るんですが、リサイクル率が高いにもかかわらず

３割から４割が最終処分場に行っていると。 

  これは今までも一般質問に出ておりましたが、

そのたびに余り答えが出てこなかったので、私は

ちょっと違う観点から聞いたということです。そ

れで、そのことをどうしても解消していただきた

いと思うんです。 

  それで、先ほど23年、24年度に見直しをしてい

くんだと。資源物の収集方法についても検討して

いきたいというお答えでしたが、まだそれは何も

中身がないとは、考えていないということはない

と思いますので、この瓶の収集方法と、缶につき

ましては丸い缶と四角い缶を一緒にしても問題な

いんだということでございます。値段もほとんど

変わらなくなっている。それを丸いマークのつい

たのだけしかだめで、あとはお菓子の缶などは不

燃のほうに入れろということで、現実はその不燃

物に入ったスチールの缶をまたより分けて、そし

てリサイクルに回しているという手間をかけてい

るんですね、クリーンセンターで。 

  その２つの缶と瓶の収集方法を、ぜひこの機会

に変えていただきたいと思いながら質問をしてお

ります。これについてもう一度お答えをいただき

たいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいまの缶と瓶

の現在の収集の形について、これから見直す計画

の中で考えていっていただきたいというふうなご

意見だと思います。 

  私のほうでも、ふだんからそういう市民の皆さ

んからの意見も聞いておりますので、具体的にこ

うしますということはこれからの問題であります

ので、そういった意見を十分踏まえて、今回の計

画づくりの見直しの中でもアンケート調査も予定

をしておりますので、そういった意見を聞きなが

ら、審議会等で諮って決定をしていくと、そうい

ったことで考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） １年間、自分の家庭の
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ごみを出している方だったら、当然いろんなこと

を感じていると思うんです。一々お金をかけてア

ンケート調査などをやらなくても、何かの折に、

例えば今、後ろに傍聴に来ていらっしゃる方たち、

多分の主婦の方が多いと思いますので、ごみの収

集に関しては感じているところがあると思うんで

す。そういう何かの機会に聞くだけでも、現実何

が問題かということはわかると思うんです。 

  それで、そういった意見をという、「そういっ

た意見」というのがどういう意見なのか、ちょっ

とお尋ねいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） 瓶・缶の回収の中

でのふだんの意見ということでありますけれども、

まず、缶についてですが、やはり議員今ご指摘の

ありましたように、リサイクルマークはついてい

るんだけれども、これは資源ですよ、これはそう

じゃないですよというふうな、何のためにリサイ

クルマークがついているんだろうというふうな疑

問があると。その辺は我々も十分感じているとこ

ろでありますので、それら缶についての意見は受

けとめているところであります。 

  瓶についてはですが、出し方については余り細

かい話は出ませんが、議員からもお話があるとお

り、やはりごみの減量あるいは資源化という中で、

どうも資源化率が低いということですから、その

集める手段、やり方については考えたらいいので

はないですかというふうなそういう声もあること

はありますので、それらを踏まえて検討を重ねて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、缶についてはどこ

か不都合なところがあることを十分に感じていら

っしゃるということですので、部長が十分に感じ

ていらっしゃるということは、本当に毎日ごみを

捨てている方たちはたくさん感じていることです

ので、捨てるたびに何かおかしいなと思っている

のは事実ですので、ぜひ見直しのときにこれは実

現化していっていただきたいと思います。多分、

皆さん感じていることだと思います。アンケート

などとらなくてもわかることだと思います。 

  もう一つ、瓶についてなんですが、お隣の大田

原市では瓶の回収方法が違っています。別に大田

原市を例に出すまでもなく、全国いろいろなとこ

ろを見ておりますと、コンテナで収集をしていた

り、袋に入れていたりということで、それも市で

行っているところばかりではなく、業者にその部

分だけを委託して、前の日の夕方にコンテナをそ

こに設置してもらい、そのコンテナごと次の日の

午前中に回収をしてというようなことを、３つに

分けて、やっているところもあります。 

  先ほど言ったように、買った袋に入れて、それ

は持っていくだけのためで袋破り機─破袋機と

いうんですかね、袋を破る機械を通したとたんに

またそれがごみになって燃やされるという、そう

いう何か変なことをやっていることについて、全

市一緒じゃないとできないとかとよくお答えにな

るんですが、モデル地区を決めてやるだけでも価

値はあると思うんです。 

  そういうことを考えないのか、瓶についての収

集方法を抜本的に考えてほしい。これはごみの収

集業者を選定し直すときじゃないとできないこと

なんです。今５年とかでやっているもの。それが

25年でしたか、26年に来るのに当たって、そこに

合わせてぜひ検討して実現してほしい、そのよう

に思うんですが、もう一度それについて、コンテ

ナ方式あるいは大田原のやり方など、瓶に関して

だけは違う方法、缶に関しては大分いいほうに行

きそうなのですが、そのことについてだけお伺い



－72－ 

いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいま瓶につい

て、コンテナ回収ということでモデル地区の考え

はということでありますが、現在コンテナ回収の

県内の状況を申し上げますと、15市町で実施をし

ております。15市町のうち市が８、町が７という

ような状況でありまして、３つの色分けをしてい

るのが４つの市、それ以外は色分けをしないで回

収しているというような状況であります。 

  先ほど来申し上げました資源化率ですが、それ

を上げる努力をして、実は21年と22年を比較しま

すと10ポイントほどアップはしたんですが、まだ

まだ低いという状況であります。 

  そういうことで、やはり考えなければならない

という意識はありますが、モデル地区については

やはり一つの方向性が出ていない中で、そこをや

ることによって混乱ということも考えられますの

で、やはり２カ年の中で十分検討していきながら

ということで、見直し検討していくということの

中で考えていくということで、モデル地区の設置

と申しますか、指定というか、それは考えており

ません。 

  ということで、既に県内、先ほど議員からもお

話がありましたように隣の大田原市でもやってお

りますので、そういった実施市町村に視察をいた

しまして実態を聞いたり、勉強していきたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時０７分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 最初の質問に戻ります。

レジ袋をもらわずにマイバッグを持参すると、資

源ごみを入れるための袋を買わなければいけない

という、そういう矛盾が起きます。ぜひ、この矛

盾を解決するために缶と瓶につきましては袋に入

れないで、袋に入れればごみがふえるわけですか

ら、そうでない方法をぜひ早い時期に考えていた

だいて、収集方法の改善を求めたいと思います。

強く要望いたします。隣の大田原はいつでも見に

行けます。現状については、今県内でもいろいろ

やっているというものを、ぜひ検討していただい

て、こういう矛盾が起きないようなごみの収集方

法にしていただきたいというふうに要望して、次

に移ります。 

  ３、在宅高齢者への福祉施策の現状と課題につ

いて。 

  ①外出支援タクシー料金助成事業は、昨年度に

2,607件の交付があり、交付枚数は11万8,652枚と

のことです。実際の利用は７万6,500枚ほどと聞

いております。病院や市役所、駅や商店などまで

遠い利用者にとっては、１回２枚の使用制限があ

るため自己負担が多くなり使いにくいということ

です。 

  １世帯の予算を基本料金掛ける48枚で３万

4,080円と見込んでおりますが、この金額を福祉

タクシー券交付事業のように500円券と100円券に

する、あるいは複数世帯で一緒にタクシーに乗っ

たとき一緒に使えるなど、見直しをする考えはな

いかということをお伺いいたします。 

  ②生きがいサロン推進事業と街中サロン事業に
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ついては、仲間づくりや健康増進、孤独からの回

避など生きがいづくりの拠点になっておりますが、

その事業は順調に進んでいるのか、今後の課題を

伺うものです。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） それでは、３の在

宅高齢者への福祉施策の現状と課題についてのご

質問にお答えいたします。 

  初めに、①の高齢者外出支援タクシー料金助成

事業についてですが、この事業は在宅生活を支援

することを目的に、市独自のサービスとして実施

しているものです。 

  当初は、外出機会を確保するため基本料金のみ

を助成しておりましたが、高齢者の居住する地域

によっては目的地までの距離が長く、自己負担が

多くなることから、平成20年度に２枚まで使用で

きるよう改めました。また、昨年度に実施した高

齢者福祉事業の見直しにおいても、第三者懇談会

の意見等を踏まえ、現行のまま継続することに決

定いたしております。 

  次に、②の生きがいサロン推進事業と街中サロ

ン事業についてお答えいたします。 

  まず、生きがいサロン推進事業ですが、平成17

年の合併時には旧西那須野の６カ所でしたが、毎

年ふえ続け、今年５月末現在では39カ所になって

おり、高齢者が住みなれた地域で生き生きと生活

するために役立っているものと考えております。 

  今後の課題といたしましては、いまだ開設され

ていない地域に広めること、それから、事業内容

を充実すること、地域内の助け合い精神の醸成を

図ることが重要であると考えております。 

  次に、街中サロン事業についてですが、昨年度

の利用者は西那須野地区のなじみ庵が１万5,868

人、昨年10月にオープンした黒磯地区の元気ほん

歩は3,784人となっており、気軽に立ち寄り自由

に楽しく過ごせる常設の空間として、高齢者の能

力を生かした趣味の教室や手工芸など、会員や来

訪者による自主的な活動が展開されております。 

  今後の課題といたしましては、那須塩原駅周辺

へ新規に開設すること、高齢者の自主的な活動の

場としてのみならず、地域間、世代間交流の場と

して駅周辺地区の活性化につながるよう、事業を

展開していくことが重要だと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 支援タクシーの助成事

業についてですが、まず、なぜ福祉タクシーが金

券で出ているのに、こちらのほうの外出支援タク

シーが金券でなかったのかという理由。 

  それから、先ほど第三者懇談会での意見を踏ま

えというふうにおっしゃいましたが、その意見は

どのようなものだったのか。 

  その懇談会で意見を出された方の中に、どれほ

どこの外出支援タクシーを利用されている方がい

らしたか。 

  その３点についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 高齢者の外出支援

タクシーにつきましては、制度の趣旨といたしま

して外出の機会を少しでもふやしていただきたい、

家の中にこもることなく外に出て、社会と交わり

生き生きと暮らしていただきたいというのが一番

大きな目的でございます。 

  そのために、金券としてお渡しして１回の外出

で使い切っていただくとそこら辺の趣旨が全うで

きないというようなことで、できるだけ機会をふ

やしていただく。そういう意味でこのような形態

をとってございます。 
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  それから、懇談会のときの意見ということなん

ですけれども、中には、議員おっしゃるように使

い勝手のよい金券のようなものをというようなご

意見も一方ではございました。ただ一方では、金

券にした場合、障害者の場合ですと、その方が障

害者であるという手帳を皆さんお持ちですけれど

も、利用されている方が外出支援タクシーの対象

者かどうかという判断がタクシーの運転手にはつ

かない。そのようなことで、使い方によっては望

ましくない使い方の例も出てくるのではないかと

いうような意見もございました。そのような中で、

今の形態でよろしいでしょうというような最終的

な結論に至ったわけです。 

  実際に委員の中でこのタクシー券を利用してい

る方がいたかどうかは、年齢的にはその年齢に達

している方はいらっしゃいましたが、実際ひとり

暮らしの方ではなく、日中一人とかいうようなの

はありませんでした。実際に審議会に出てこられ

ているということで、車等運転できる方は当然対

象外ですので、実際にはおられなかったというふ

うに認識しております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） これだけ高齢者の数が

ふえてきますと、それぞれの方の暮らし方が違い

ます、ニーズも違います。先ほど外へ外出する機

会をふやすためだから、１回にたくさん使っても

らっては困るとおっしゃいましたが、那須塩原市

は大変広い地域でございまして、１回病院に行く

だけで710円だの1,420円で済むところばかりでは

ありません。一度行けば往復で１万円かかるとこ

ろもございます。 

  そういう方たちがいて、先ほど第三者懇談会の

中には使っている方はいないだろうとおっしゃい

ました。確かにそうだと思います。恵まれた方の

懇談会の中で、どういう使い方をするかわからな

いというような言い方は非常に、それは使ってい

らっしゃる、本当に外出の機会をこのタクシー券

を使ってやっていらっしゃる方に対して、それが

本当の市のサービスなんですか。もう一度お聞か

せください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 実際にこのタクシ

ー券を使っている方は、委員の中にはいなかった

というふうにお答えしたんですけれども、中に民

生委員さんであるとか、地域の代表の方であると

か、当然身近にそういう方を常日ごろ見守ってい

らっしゃる方が大勢いらっしゃいます。その方々

のご意見というようなふうに承知しております。 

  それと、高齢者の方々の生活を支えていく上で、

タクシー券というものだけでは恐らくカバーでき

ないだろうと。その場合には、収入であったり公

共交通すべての問題であったり、タクシー券とい

う小さな事業ですので、それでカバーするという

ことは当然できないというふうに考えてございま

す。そこら辺のところは、全体的に今後、高齢者

の次の福祉計画を策定する年次にも当たりますの

で、その辺も含めて、皆さんのご意見を広く徴し

ていきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） このことだけではない

んですけれども、市がいろいろ見直しをするとき

に、その見直しをどうするかということで一般の

市民の方に意見を聞く。その聞く人たちというの

は、やはりどちらかというと、例えばこのタクシ

ー券でいうとタクシーを実際使っていて困ってい

らっしゃる方の意見ではないし、確かに民生委員

さんは接していらっしゃるかもしれませんが、民

生委員さんの意見だからといって、それが使って
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いらっしゃる方の意見だとも限りません。 

  そうでなければ、私のところにあちこちから、

このタクシー券は使いにくいと、せっかくもらっ

てもありがたいと思わないようなタクシー券は変

だという意見が来ております。市にも行っている

のかもしれないですが、そういう意見を聞いてお

りますと、やはりこのタクシー券、何千万も使っ

て高齢者のためにやっている制度だと思いますが、

ぜひ本当に使いやすいシステムにしていただきた

いと思います。 

  20何社か何か使うことのできる福祉タクシーな

どを含めてあるんですが、そちらの方からもいろ

んな意見が出ております。きょうはその時間がな

いので申し上げませんが、使っているほうと使っ

ていただいているタクシー会社で、何か不都合な

ことがあれば困るとさっきおっしゃいましたが、

不都合の起きないような形でやっていただくのが

市のやり方じゃないんですか。それはできると思

います。 

  ただ、第三者懇談会がどのくらい偉い懇談会な

のか、それをすべて聞かなければいけないのかど

うかよくわかりませんが、そこだけの意見を踏ま

えて現行のまま継続するというのは少し乱暴だと

思いますので、ぜひ今後の課題として、孤独にな

りがちな高齢者が、運転をすることも大変なのに

車を捨てないとかいう方もいらっしゃいますので、

事故も多くなっておりますし、ぜひ外出支援のた

めの、本当にありがたいと思われるようなタクシ

ー券、あるいはもっと言うと交通システムをつく

っていただきたいというふうに思います。 

  次に、生きがいサロンと街中サロンの話なんで

すが、まず在宅高齢者のためのいろいろな施策が

ある中で、生きがいサロンあるいは元気アップデ

イサービスもそうですが街中サロン、それから各

公民館で行っている高齢者向けのいろいろな教室

があるんですが、あるいは社会福祉協議会も教室

を持っておりますが、その辺の違いと事業への連

携があるのかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 生きがいサロンに

つきましては、最も身近な地域で地域の皆さんと

一緒に常日ごろのお茶のみ友達が寄り集まるとい

うような感覚での事業でございます。 

  それから、元気ほん歩につきましては、３つの

駅周辺というようなことで、これについては常設

的に、特に高齢者の方々の活動そのものがまちの

活性化につながるような、そういったような生き

がいをつくっていければというようなことでの趣

旨で行っているものです。 

  公民館における高齢者については、私どものほ

うで申し上げるべきことではないかと思うんです

けれども、生涯学習の中の一環というようなこと

でやられているというふうに了解しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） ひとり暮らしのお年寄

りとか、あるいは高齢者のみで日中暮らしている

ご夫婦の方にとって、市がいろいろなメニューを

つくってあげて孤独にならないような仲間づくり

をしていく、あるいは地域の連携をそこで深めて

いくというようなことは、防災上からも、そして

医療費を使わないで長生きをしていくということ

からもとても大切な視点だと思うんですが、黒磯

駅前に立ち上げた街中サロンをするに当たってい

ろいろ見ておりましたり、現状を見ておりますと、

今後那須塩原駅前に同じようなものをつくるとい

うことがどうなのかということを懸念いたします。

それにつきまして、どのような計画を持って今後

進めていくのか、そして、本当に周辺の高齢者の
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ためになるのかについてだけお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 先ほどちょっと漏

れてしまったんですが、生きがいサロン、街中サ

ロン、高齢者教室、高齢者向けのさまざまな事業

について連携があるかというようなご質問でござ

いました。当然、参加される対象者は高齢の方と

いうことで同じ方ですから、それぞれに連携を図

りながらやっていくというのが最も望ましい形で

あると思っております。 

  例えば、公民館でやっている講座で何か取得し

たものがあれば、それを生きがいサロンのほうで

みんなに教えてあげましょうとか、そんなような

いろんな形があると思うんですけれども、そうい

う形で連携を深めた中でそれぞれの事業が発展し

ていくような形で進めていきたいと思っておりま

す。 

  それと、街中サロン、那須塩原駅周辺の開設に

ついてですけれども、那須塩原駅についても近々

具体化していく予定ではございます。 

  西那須野の状況、非常に活発に活躍されており

ます。黒磯につきましても、まだ開設して半年ぐ

らいですけれども、いろいろ工夫をしながら、特

に商店街の皆さんとの協力の中で今後発展してい

くのではないかというふうに見ております。 

  つきましては、那須塩原駅周辺においても、例

えばあの辺は高林地区のほうとバス路線もありま

すので、そちらの方も含めた形で一つの拠点とい

うようなことで、高齢者の方についてもいろんな

施策、いろんな選択肢があってしかるべきと思い

ますので、当然高齢者の方のためになるものだと

いうふうに認識しております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 街中サロンについての

なじみ庵につきましては、そこはもう大変立地の

条件、されている方、来ている方、非常に黒磯や

那須塩原駅、黒磯駅の周辺とは違う状況があって、

あそこは活発化しているのだというふうに認識を

しております。 

  同じようなものはできっこないですけれども、

那須塩原駅周辺につくるときには、ぜひ本当に高

齢者のためになるように、何て言うんでしょうか

ね、やっている人のためではなくて、そこの周辺

の高齢者のためだということをきちっと認識して

いただいて、やっていただきたいと思います。 

  元気な高齢者の方は、どちらかといいますと、

はしごという言葉は変なんですけれども、あちら

に行っている方はこちらも行っている。こちらへ

行っている方はあっちもということで、一人の方

があちこち行っていらっしゃるという方が多いで

すね。延べにいたしますとそれも全部数えられま

すのでたくさんのように見えますが、その辺のこ

とも考慮していただいていろいろな施策を行って

いただきたいと思います。 

  この項は終わりまして最後になります。 

  被災地への支援についてです。 

  ４番目、東日本大震災被災地への支援と福島原

子力発電所事故からの避難者の受け入れの対応に

ついて。 

  ①市は那須塩原市社会福祉協議会と連携して被

災地石巻市へ支援活動のボランティアを募集し、

派遣を行いました。被災地の復旧・復興は短期間

では済まないものと思われますが、支援期間終了

後もこのようなボランティアを続けていくのかど

うか、今後の予定を伺うものです。この時点で、

まだ６月からするということはありませんでした

ので、15日まで行うということです。その後につ

いてのことを伺いたいと思います。 

  ②市内の老人ホームやグループホームでは、福
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島県双葉町や大熊町から施設に入っていた要介護

者の受け入れを行いました。当初は緊急避難者と

しての受け入れだったのですが、現在も何人かは

そのまま施設で生活をしております。定員のある

施設にこのままの状態で受け入れていて問題はな

いか、市として対応できること、すべきことはな

いかについてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 東日本大震災被災地へ

の支援について、①のボランティア派遣について

お答えいたします。 

  石巻市への災害ボランティア派遣につきまして

は、事前に現地ニーズについて調査を行ったとこ

ろ、連休開けの、特に平日についてボランティア

の数の減少が見込まれるということであったため、

５月11日から６月１日までの平日に実施すること

といたしました。 

  その後、再度現地ボランティアセンターのニー

ズ調査を行ったところ、泥かき、がれき撤去等の

ニーズはまだまだあるとのことであったため、入

梅前の６月15日までの期間、４班の追加派遣を行

っているところです。 

  また、石巻市でのボランティアの炊き出しを５

月４日、５日、５月14日、15日及び５月28日、29

日の３回実施し、夕食・朝食あわせて６回で

6,180食の提供を行ったところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） それでは、私のほ

うからは②の市内の老人ホームやグループホーム

への要介護避難者を定員のある施設にこのままの

状態で受け入れていて問題ないか、市として対応

できること、すべきことはないかについてお答え

いたします。 

  要介護避難者の受け入れについては、特別養護

老人ホーム及び認知症高齢者グループホームが県

からの要請を受けて行っております。あらかじめ

受け入れ可能な人数を県と調整した上で受け入れ

ているということなので、問題はないというふう

に考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、石巻への支

援活動について、お答えがなかったのでもう一度

お伺いいたします。このようなボランティアを続

けていくのかということです。 

  それと、今までのボランティア募集に関してど

のような応募状況だったのか、あるいはボランテ

ィア休暇を使って学校の先生とか市役所の職員も

行かれたということを聞いておりますが、そうい

ったボランティア休暇を使って参加した方の人数

がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の石巻市へのボラ

ンティアにつきましては、第１次、第２次、現在

第２次ということで実施中ですけれども、数が確

定しているわけではございませんけれども、15日

までのボランティアを含めまして198人のボラン

ティア数という形になります。 

  今後の部分でございますけれども、今後石巻市

も梅雨入りという事態になるかと思います。当面、

今回のボランティア派遣については第１次、第２

次で一回終了という形にしたいと思っております。

今後につきましては、被災地の復興状況など新た

なニーズなんかも出てくるかと思います。そうい

った状況を見極めながら検討はしていきたいとい

うふうに考えております。 

  なお、今回のボランティアの状況については、
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先ほど人数を申し上げましたけれども、こういっ

た中でボランティア休暇を使ってのというお話で

ございます。市職員については16人、あと学校の

先生についても21人出ていただいております。 

  以上のような状況でございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） このようなボランティ

アは大変、いろんなところへ市の方も行ったんだ

と思うんですが、やはり貴重なボランティアだっ

たと思います。今後につきまして、もし可能であ

って現地と調整がつくのであれば、大勢ではなく

てもできることは行っていっていただきたいとい

うふうに要望をいたします。 

  次に、老人ホームやグループホームからの受け

入れについてなんですけれども、先ほど人数を県

と把握したので全く問題はないというお答えをい

ただきましたが、市内の施設は定員いっぱいにな

っております。そこに緊急避難ということで人道

的に受け入れたものだと思っております。 

  そういう中で、福島県と栃木県と施設の問題だ

から市では何も問題はないと考えているというこ

となんですが、もう３カ月近くになっておりまし

て、そのままいらっしゃる方もいらっしゃいます。

本当に問題はないのか。困っていることはないの

かということについて、市では何も考える余地は

ないのですか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 問題はないという

ふうにお答えいたしました。その中身について、

受け入れた福祉施設については独立した事業者で

ございます。その事業者がご自分の判断において、

ここまでは受け入れられるというご判断をされた

ということで、その中で責任を持ってお預かりい

ただいているというふうに信頼申し上げていると

いう意味で、問題ないという回答をさせていただ

きました。 

  また、これが長期間になった場合には、当然緊

急避難時と平常時とは違いますし、何のために定

員があるかといえば、当然議員がご心配するよう

なことであるのは十分承知してございます。ただ、

この緊急避難がいつまで続くのかということにつ

いては、今のところまだわかりませんし、それに

ついての対策についても、国・県のほうから特に

指示は表明されてございません。 

  それぞれの一人一人の入所者について、今のこ

れは多分二次避難に当たるんだと思うんですけれ

ども、その後の身の振り方についてということで

も、恐らく入っていらっしゃる方もそうでしょう

し、ご家族の方も大変苦慮されているというふう

には考えてございます。その中で、市としてでき

ることは何かといった場合になかなか見当たらな

い。 

  ただ１つ、認知症の高齢者のグループホームに

つきましては、これは地域密着型ということで、

市外の方が入所される場合には立地している市町

村の承諾が必要だということで、何件か既に避難

元の市町村のほうから承諾の協議が来てございま

す。当然、私どもとしては受諾しているというこ

とで、まだなお避難元のほうの整理がつかないの

か、そういう協議がない方もいらっしゃいますけ

れども、当然そのような協議が来た場合にはお引

き受けするというようなお答えをする用意でござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 市内の老人ホームとか

グループホームは、もともと市内だけではないで

すけれども、那須塩原市の市民がたくさんそこで

お世話になっているところではございます。独立
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しているといっても、本当に人道的な形で受け入

れ、すべての施設が受け入れているわけでもござ

いません。そういう中で、やはりもう少し温かい

支援の仕方があるのではないか。あるいは、受け

入れている施設の中には、もう引き取らないとい

って、最後までいなければいけないという方もお

りますので、ぜひその辺をよく考えていただいて、

今後の施策に生かしていっていただきたいと思い

ます。 

  大変ありがとうございました。これで終わりま

す。 

○議長（君島一郎君） 以上で、24番、山本はるひ

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 君 

○議長（君島一郎君） 次に、１番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 皆さん、こんにちは。議席

番号１番、みんなのクラブ那須塩原、櫻田貴久で

す。 

  まず、通告書の訂正をお願いします。 

  商業についてのところなんですが、経営環境の

後に「改善」の文字を入れてください。失礼しま

した。 

  それでは、本日２番目の質問者となりました。 

  私は高校時代、黒磯高等学校の野球部で２番バ

ッターとして甲子園を目指し、一生懸命野球道に

励んでおりました。２番バッターは、１番バッタ

ーを先の塁に送ったり３番バッターにいい形でつ

ないだりと、チャンスをどんどん広げていく役割

でもあります。２番目の質問者として精いっぱい

頑張ります。 

  この後、震災についての質問が続々と出てまい

ります。今置かれている那須塩原市の立場、市民

が何を求めているのか、また、何を期待している

のか。みんなの党代表、渡辺喜美氏が訴える「復

興アジェンダ栃木」の実現に向け、頑張ろう日本、

頑張ろう那須塩原市、頑張ろうみんなの党、東日

本大震災のすべての被災者の方へ心よりお見舞い

を申し上げます。 

  それでは、通告書に従い市政一般質問を行いま

す。 

  １、震災に強いまちづくりについて。 

  那須塩原市はどこまで安全、安心なのか。従来

の想定を覆した東日本大震災は我々に甚大な被害

を与えた。このときこそ、那須塩原市のリスクと

防災力を見極め、市民の命と財産を守るすべを再

構築すべきときではないかと思うことから、次の

点についてお伺いします。 

  ①本市の防災拠点となるべく主要な公共施設等

における耐震率をお伺いします。 

  ②本市の小中学校施設の耐震率をお伺いします。 

  ③本市の上水道事業における基幹管路（取水施

設から浄水場までの導水管及び浄水場から配水池

まで水を送る送水管及び配水本管）の耐震化率を

お伺いします。 

  ④本市における県外の自治体との災害時相互応

援協定締結状況と東日本大震災での本市の支援状

況をお伺いします。 

  ⑤本市における被災者への生活支援、耐震住宅、

防災設備への助成など、住民支援を実施した場合

の財政状況をお伺いします。 

  ⑥今回の震災時における組織（自治会、消防団、

民生委員、自主防災組織等）の活動状況をお伺い

します。 

  ⑦本市における大規模災害の被害の想定と、そ

の情報の共有はどのようになされているかをお伺

いします。 

  ⑧全国ではさまざまな自治体が防災活動に取り
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組んでいるが、本市においてはどんな防災活動に

取り組んでいるのかをお伺いします。 

  ⑨今回の震災を教訓にした、本市における「安

全で安心なまち」の構築に向けた取り組みについ

てお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君の質問に

対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 震災に強いまちづくり

について、私のほうからは①と④から⑨まで順次

お答えいたします。 

  まず、①の市の防災拠点となる公共施設等の耐

震化率についてのご質問にお答えします。 

  市の防災拠点として指定避難所になっている小

中学校や公民館などは65カ所ありますが、耐震化

率は73.3％です。 

  次に、④の本市における災害時相互応援協定の

締結状況と東日本大震災に係る支援状況について

お答えいたします。 

  本市においては、姉妹都市であるひたちなか市

と新座市、そのほか足立区の３自治体との間で災

害時相互応援協定を締結しております。 

  被災自治体への支援については、物的支援とし

て、緊急時に最優先で必要となる飲用水の確保の

ため近隣の那須町に対しては給水車の貸し出し、

大田原市に対しては水道施設修繕用資材の提供、

矢板市に対しては給水車の派遣を行っております。

また、応援協定を締結しているひたちなか市に対

しては、応急給水としてペットボトル水の提供、

給水車の貸し出し及び給水車の派遣を行っており

ます。 

  次に、人的支援としては、専門職員の派遣要請

があったことから、福島県泉崎村には家屋の被害

状況調査のため建築技師を、ひたちなか市に対し

ては道路復旧のため土木技師を、福島県浪江町の

避難先に対しては避難住民の健康管理のため保健

師を、それぞれ派遣しております。 

  なお、石巻市に対しては石巻市がひたちなか市

の姉妹都市であったことから、市民及び企業の協

力により救援物資を提供し、さらにボランティア

の派遣といった物的・人的両面の支援を行ってい

るところです。 

  続きまして、⑤の住民支援を実施した場合の財

政状況についてお答えいたします。 

  今回の災害に際し、被災者等への支援、被災施

設等の復旧、緊急経済対策など12億円を超える事

業を実施しているところですが、今後において災

害復旧事業補助金や災害復旧事業債などの財源が

確保できると見込んでおります。 

  また、23年度の当初予算編成時に財政状況を判

断する各種指標を試算したところ、本市の財政力

指数は0.76、経常収支比率は96.2％、将来負担比

率は32.5％であり、財政の健全性が確保されてお

ります。このことから、新たな住民支援を実施し

た場合であっても、財政運営への影響はごく少な

いものと考えております。 

  次に、⑥の今回の震災時における自治会等組織

の活動状況についてのご質問にお答えします。 

  すべての組織の活動や行動を掌握しているわけ

ではありませんが、自治会においては自治会長を

中心に自主的な地区内の被害調査のほか、福島県

などから一般家庭やアパートに避難している人た

ちの実態調査、消防団においては震災発生直後か

ら地域におけるパトロールを、民生委員において

は担当地区内の高齢者等の安否確認をしていただ

きました。 

  また、自主防災組織においては、自発的に地域

内のパトロールや安否確認を実施したり、住宅被

害が発生した地区においては炊き出しなどの行動
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を行った旨の報告を受けているところです。 

  次に、⑦の本市における大規模災害による被害

想定と情報の共有についてのご質問にお答えしま

す。 

  本市における大規模災害による被害想定は、ま

ず平成10年に発生した那須水害を念頭とした大雨

による洪水や土砂崩れ、また、那須岳が噴火した

場合に発生する火砕流、火山弾や火山灰の降下等

を考えております。それぞれ想定される災害につ

いて、洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマ

ップ、那須岳火山防災マップなどを作成し、住民

に対し配布周知しているところです。 

  なお、昨年度末に作成された黒磯地区の土砂災

害ハザードマップについては、今年度実施する土

砂災害についての地区説明会の中で関係自治会の

全世帯に配布する予定であります。 

  次に、⑧の本市の防災活動への取り組みと⑨の

本市における安全、安心なまちの構築に向けた取

り組みについてのご質問は、関連がありますので

一括でお答えいたします。 

  現在、市では災害に強いまちづくりのため地域

における自主防災組織の結成を推進しており、そ

の組織化率は黒磯地域において22.6％、西那須野

地域において67.9％、塩原地域においてはまだあ

りません。市全体では24.3％となっております。

今後、市の全域で組織化されるよう積極的に取り

組んでまいります。 

  また、今年度実施予定の市独自の防災訓練にお

いては、自主防災組織の参加を要請し、市民の防

災意識の高揚と連帯強化を図ってまいります。な

お、できるだけ早い時期に、今回の災害における

教訓を生かして、安全で安心なまちの構築を見据

えた地域防災計画の見直しを行いたいと考えてお

ります。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 私のほうからは、②の

小中学校の耐震率のご質問にお答えをいたします。 

  現在、市内の小中学校には126棟の校舎、体育

館等がございます。そのうち昭和56年以前の建築

で耐震性を満たしている建物と、昭和57年以降の

新耐震基準で建てた建物、さらに平成22年度まで

に改築工事と補強工事の済んだ建物をあわせます

と85棟となりまして、126棟中85棟が耐震化され、

耐震化率でいいますと67.5％となります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 私のほうからは、

③の本市の上水道事業における基幹管路の耐震化

率についてお答えをいたします。 

  平成22年度末時点で14.2％であります。管種ご

との耐震化率につきましては、導水管はゼロ％、

送水管13.3％、配水本管38.3％でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、再質問に入らせ

ていただきます。 

  ①番から③番については、インフラの整備なの

で一括して質問をさせていただきます。 

  まず、本市の防災拠点となるべく主要な公共施

設等なんですが、常日ごろから心配されました消

防署は何の影響もなかったような感じなんですが、

あそこに関しては耐震率はどのようになっている

のかお伺いします。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君に申し上

げます。 

  消防署の施設につきましては市の施設ではござ

いませんので、通告書のほうには市の公共施設と

いうことになっておりますので。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、73.3％という耐

震率が発表されましたが、本市においては全国的
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に見ても耐震化の73.3％は進んでいるように思い

ますが、総務部長、この73％はかなり高いレベル

で進んでいると思ってよろしいのでしょうか、お

伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 73.3ですから残りの

26.7％という形になりますけれども、これら小中

学校の部分につきましては、耐震化計画に基づき

まして平成28年度までには100％になるという状

況でございますので、耐震化率はかなり進んでい

ると、高いというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、本市の小中学校

耐震化率なんですが、中国の四川大地震で多くの

学校施設が倒壊をし、多数の犠牲者が出たことを

受け、08年に地震防災対策特別措置法が改正され、

自治体の耐震補強事業に対する国の補助率は従来

の２分の１から３分の２に引き上げられました。 

  しかし、今回東日本大震災が発生しました。こ

とし３月で終了するはずだった地震特措法に基づ

く国庫補助率の引き上げ措置は、今回の震災を受

け５年間延長されました。こういう状態を踏まえ、

本市の耐震化事業計画の変更はあるか、また、今

後小中学校の耐震率を遂行していくためのどのよ

うな計画があるか、お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 小中学校の耐震化の進

捗、それから計画につきましてでございますが、

まず、昭和56年以前の建物、いわゆる新耐震基準

ではない建物なんですが、全体で71棟ございます

が、そのうち耐震性かあるというのが21棟、それ

から工事が済んでいるのが９棟ということで、残

りが41棟ということでございますけれども、いわ

ゆるＩｓ値0.3未満というものにつきましては、

昨年度の予算で繰り越して今年度でやっておりま

す稲村小学校、それから統廃合を予定しておりま

す塩原小学校を除けば全部終わっているというよ

うな状況でございまして、平成24年度から後期計

画で0.3から0.7未満の補強、あるいは建てかえ等

をやる建物、それが39棟ございますので、それら

を平成24年から28年にかけまして実施をしていく

という予定でございます。 

  その中でも、これは同じ学校敷地の中で建てか

えをしていくものですから、一斉にできるという

ものではございませんので、順番にやっていかな

くちゃならないというのも、あるいは補強してい

くというのもあるものですから、その順番でやっ

ていかなくちゃならないということも踏まえまし

てなんですが、平成26年度までにおおむねピーク

を迎えて、27、28は少し、先ほど言いました敷地

の中でのやりくりの関係というのがありますので、

それらをやっていくというようなことでございま

す。 

  平成28年度ですべての小中学校の耐震化は終わ

るという予定でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございます。 

  那須塩原も計画的に耐震の計画を進めていくわ

けですが、そういった場合に、今、教育部長から

ありました、一斉にはやらないけれども、学校に

ついての優先順位というのはあるんでしょうか、

お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） まず、先ほども言いま

したが、繰り返しになりますけれども、優先順位
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といたしまして、今まで取り組んできましたのは

0.3未満、いわゆる地震が来たときには危ないと

言われるような建物、そこを優先的にまず前期の

ほうでやってきたということでございます。 

  0.3から0.7の中での優先といいますのは、当然

のことながら数値の低い、0.3に近いほうですね、

そちらのほうからやっていくわけですが、何度も

繰り返しになりますが、同じ学校敷地内でも幾つ

かの建物が0.3から0.7という間に入っているもの

があるものですから、やりくりをしながらという

ことでございますので、一概にそのとおりかと言

われますとそうではない部分もありますが、基本

的にはＩｓ値の低い順から改築あるいは補強、そ

ういったものをやっていくということでございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 了解をしました。 

  それでは、③番に入ります。 

  本市における上水道事業における耐震化率は、

全国レベルでどのくらいの数値なのか。また、今

答弁にありました14.2％は、果たして安心・安全

なのかをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） まず、全国レベル

でどのような状況かということであります。 

  先ほど申しましたのは22年度末の14.2％であり

ましたが、全国平均、県平均につきましてはその

前年度のデータしかございませんので、それと比

較をさせていただきます。全国平均値では30.3％、

栃木県では27.4％、那須塩原市では12.2％、その

時点ではそういう状況になっております。 

  先ほど申しました22年度末の14.2％が安心かと

いうことについては、当然ながら安心だとは言え

ない。ただ、今回の地震の中で、震度６弱の中で

大きな被害もなかったというのは幸いでありまし

たが、今後ともそういう、特に老朽配水管の整備

については力を入れてやっていく必要があると考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは部長、断水になっ

たときの本市の対応をお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 断水になったとき

の対応ということでありますが、まず、全体的に

はどういう状況で、どの箇所が断水になっている

かという部分につきましては、やはり浄水場で一

元管理した中で、こういうところに大きな漏水が

あるという形であります。それを受けまして、現

地で影響範囲を遮断して対応していくという形に

なるということであります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） そういった場合に、本市と

しては給水車は何台くらい持っているのか、お伺

いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 給水車とタンクと

いう形で持ってございますが、正確な数字につき

ましては確認させてもらってお答えさせてもらう

ということでご了承願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 部長、それでは、今後上水

道事業における耐震化率の改善に向けた取り組み

についてお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 
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  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 基本的に水道事業

につきましては、水道基本計画に基づきまして水

道の危機管理をやっていく。そういう中で、平成

23年度に水道事業の耐震化計画、これを浄水場、

あるいは管路、これら全体を一体的に計画をつく

って、安全で安心な水の供給を行っていくという

ことであります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございます。 

  市民が自分で住まいの耐震性をいかに高めよう

とも、これらの公共施設や設備の耐震性が改善さ

れない限り、安心・安全なまちづくりのベースが

整うことはないと思います。ぜひ、今回の震災を

教訓にし、積極的に改善に取り組んでほしいもの

です。このことを要望し、次の項の再質問に入ら

せていただきます。 

  ④番の再質問でありますが、今回被災した協定

先には実際に物質支援、人的支援、避難住民の受

け入れ、義援金や見舞金といった金銭的支援など

の活動を行ったが、支援する側に回った本市の所

感をお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 合併前の旧黒磯市にお

きましては、那須水害ということで大きな被害を

受け、全国の皆さんからいろいろな温かい支援を

いただきました。こういったこともありまして、

今回の震災に対して甚大な被害を受けた東北方面、

さらに姉妹都市であるひたちなか市、こういった

方々につきましては、本市としてできる限りの支

援をしていきたいというふうな考えでございます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで、上下水道部長から発言があります。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 先ほど、櫻田議員

の災害に強いまちづくりについての中で、答弁を

保留いたしておりました給水車等の保有状況につ

いて、お答えをいたします。 

  給水車、２ｔ車でございますが１台、給水タン

ク、２ｔタンク１台、１ｔタンク４台、計５台で、

給水車、給水タンクあわせまして６台ございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、④番の項の続き

から再質問をさせていただきます。 

  本市における県内外の災害時相互応援協定規定

により、今回は那須塩原とひたちなか市が友好姉

妹都市を結んでいるので、ひたちなか市と石巻が

友好姉妹都市を結んでいると。それで、那須塩原

市が石巻に災害のいろんな支援を行ったというこ

とになっていますが、そういった事実、本来です

とそういった災害時の相互応援協定で本市がどの

ような状況、どのように締結をしておるかという

のをもう一度詳しく説明をしていただきたいと思

います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 災害協定の内容という

ことでお答えさせていただきたいと思います。 
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  新座、ひたちなか、足立区ということで３自治

体との相互応援に関する協定書というのを取り交

わしております。応援内容につきましては、全部

は申し上げられませんけれども、まず初めに食料、

飲料水、生活必需品の救援用物資の提供、あっせ

んというのがございます。さらに、被災者の一時

収容のための施設の提供、さらに、職員の派遣等

につきまして応援の内容を定めております。 

  具体的な手続につきましては、要請する市が文

書あるいは電話等によりまして応援を要請してく

るということでございます。 

  あと、内容につきましてはいろいろ決まりがあ

るんですけれども、費用については原則として応

援を要請した市の負担というような決まりの中で

協定を結んでいるというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございます。

了解をしました。 

  ただ、阪神・淡路大震災後に急速に広がった応

援協定は、東日本大震災を経て震災を乗り越える

手段としてさらに活発化していくことが必至であ

ることから、本市のさらなる取り組みについてお

伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 本市におきましては、

市町間の相互応援協定としまして姉妹都市で足立

区というお話をしましたけれども、さらに市町の

区分としまして北那須ブロック、これは那須塩原

市と大田原市と那須町というものもございますし、

日光ブロックにおきましては日光市、南那須ブロ

ックにおきましては烏山市、那珂川町、塩谷ブロ

ックでは矢板、塩谷、さくら、高根沢町といった

ところとでも応援ブロックということで、相互に

協力をするという体制ができております。 

  もちろん、県からも要請に応じて支援が受けら

れるという状況にございますので、現状としまし

ては、これらの今の相互応援協力の中でやってい

けるのではないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ④番の項については十分に

理解をいたしました。 

  続きまして、⑤の再質問に入らせていただきま

す。 

  先ほど、財政収支比率等のいろんな健全化に対

してご答弁をいただきました。ただ、被災者に対

する自治体独自の給付制度など、先日代表質問の

関連で磯飛議員が質問したように、いろんな意味

で那須塩原は手厚い政策をしたと思っています。 

  ただ、財政はそういった意味で健全ではあるん

ですが、経常収支比率、純債務返済年数とか財政

力指数を考えた上で、本市の財政調整基金の理想

額は幾らぐらいか、お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 財政調整基金につきま

しては、本市におきましては25億程度の基金を積

み立てるのが理想であると思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 財政調整基金の理想額は25

億という答弁がありました。ただ、こういった被

災者に対する自治体独自の給付制度等を考えた場

合に、本市の財政の余裕度というのはどのように

とらえているか、お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 余裕度というお尋ねで
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ございますけれども、今回の災害に際しましては

財政調整基金を取り崩して対応してきたという部

分でございます。12億1,000万ほど取り崩したと

いうことでございます。 

  こういった中でも、会派代表質問の中でもお答

えしましたように、貸付金の５億円については戻

ってくる部分もございますし、補助金あるいは災

害復旧事業債などでもこれから歳入で見込める部

分がございます。 

  こういったことで、純粋に投資的財源としまし

ては４億程度の部分がございました。ただ、こう

いった中では12億程度の支出はございましたけれ

ども、８億ぐらいの部分は財調への積み立てが戻

ってきた場合、積み立てが可能ということですの

で、そういった状況を考えますと、今後におきま

して22年度決算の中で剰余金等も出てきます。そ

ういった部分を考えますと、取り崩す前22億

7,900万円あったわけですが、そういった部分で

理想の25億近い数字の財調の積み立ては可能では

ないかというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 今回の震災は、後に原発事

故等もありますし長期化がかなり見込まれます。

本市の財政の余裕度、最後まで長引くこの震災に

対して、市民に手厚く施策をとってもらえればと

思います。 

  続きまして、⑥番の項の再質問に入らせていた

だきます。 

  ⑥番の活動状況は答弁をいただきまし。ただ、

今回の震災は想定外でありました。本市における

消防団、民生委員の充足率は十分と考えられるか、

お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 消防団員につきまして

は、本市の定員に対しまして黒磯、西那須野、塩

原ともに定数で決められている人数よりも少ない

状況がございます。黒磯につきましては61人少な

い669人ということ、西那須野につきましても300

人で55人少ない。塩原におきましても345人の団

員で定数より５人少ないということで、120人ぐ

らい定数より少ない状況にはありますけれども、

今回の震災に際しましてはそれぞれの消防団にお

きまして、それぞれのエリアについての被害調査、

あるいは消防団の本来の活動をしていただいたと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 民生委員の充足率

ということでお尋ねいただいたわけですが、現在、

民生委員の定数についてはそれぞれ欠員なく任命

して活動していただいております。 

  こういったような災害時において直接見回る、

お助けするというようなことでは民生委員だけが

やるということでは、民生委員が何人いても足り

ないということになりますので、そのために災害

時に要支援者に対して支援する人を平時のうちに

決めておきましょう。そのコーディネート等を民

生委員にお願いしたいというようなことで去年か

ら取り組みをしているところでありまして、そう

いう意味で、民生委員についてはそれなりの数を

充足しているというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 今回の震災に当たっては、

そういった人たちの活躍がうのみにできません。

ただ、今、民生委員についてなんですが、民生委

員の活動は地域の自治会長さんとかと詳しい打ち

合わせ、説明会を開いたりしているのか、１点だ
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けお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） それぞれの地域に

よって事情はさまざまには異なるとは思うのです

が、通常、地域活動において民生委員さんと自治

会長さんというのは切っても切れない縁だという

ふうに思ってございます。 

  したがいまして、地区民協等でいろいろ活動状

況を研究し合う中で、私どものほうからもその辺

のところは強くお願いしているところでございま

す。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、⑥番の項の最後

の再質問をさせていただきます。 

  総務部長にお伺いします。本市における住民に

よる防災組織などの充実を図る人的ソフトは十分

に確立していると思うか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 人的ソフトという部分

でございますが、具体的に申し上げれば自主防災

組織などを指しているのかなと思いますけれども、

答弁の中でもお答えしましたように自主防災組織

につきましては行政区に約14ありまして、52カ所

での設置ということで、率的には24.3％というこ

とで、これらの自主防災組織の結成促進といいま

すか、そういった部分をしていくことによりまし

て、災害に強いまちづくりができるというふうな

考えでおります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 十分に納得するところであ

ります。 

  続きまして、⑦番の項の再質問に入らせていた

だきます。 

  災害の被害想定やエリア別危険度リストなどを

作成し、住民と情報を共有していると。那須水害

のときの経験、または火山の爆発などによるそう

いった危険度を作成し、住民と情報を共有してい

るとありましたが、どのような形で共有をしてい

るのか、改めてお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 住民との情報の共有と

いう部分でございますけれども、答弁でもお答え

しましたように、洪水に関してはハザードマップ、

土砂災害に関してもハザードマップ、あと那須岳

の火山防災マップなどを作成しまして、配布周知

をしているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは総務部長、１件だ

け例を挙げて説明してもらえればと思います。 

  例えば、今回塩原温泉においてスノーシュータ

ーが通れなくなり、那須方面からの道路が一部寸

断されましたが、那須方面からの道路はかろうじ

て生きていました。しかし、火山等の爆発いろん

なものを考えると、もし板室温泉が陸の孤島にな

った場合、そのときヘリコプターで支援物資を投

下するには事前の許可が必要であります。 

  自衛隊をどのように要請したり、想定外の災害

にどのような取り組みをするのか、板室温泉の例

をとって詳しく説明してくれればと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 板室温泉が孤立した場

合の部分で想定ということでございますが、議員

おっしゃいますように、そういった形になれば自

衛隊に派遣を要請するということも考えられると
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思います。具体的に自衛隊に派遣要請するという

形になりますと、市長が県知事に対して自衛隊の

派遣要請を行うという形になるかと思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 今回の震災後の救援活動で

数々の規制が救援の妨げになっているのをテレビ

等で見ました。平時のときであればそれなりの役

割を果たしているものもありますが、今回の震災

を教訓にして本市でも深く検討してもらいたく要

望し、この項の質問を終了させていただきます。 

  続きまして、⑧番、⑨番を一括して再質問させ

ていただきます。 

  ⑧番、⑨番に対しては答弁をもらいましたが、

安心で安全なまちづくりには、改めて首長と議会

と市民が一体になり地域をつくっていくことが必

要だと思います。震災に強い那須塩原市のイメー

ジをお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の東日本大震災に

際しましては、本市は近隣の市町に比べまして非

常に被害は少なかったということでございます。 

  ただ、今回は幸いであったとは思っております

けれども、今後どういった災害が起きるかわかり

ません。そういった部分の中では、今持っており

ます防災計画というものももっと充実したもの、

きめ細かいものにしていく必要がありますし、そ

ういった中では、先ほど申し上げました自主防災

組織、地域の皆さんの協力も得ながら要援護者の

対応とか、そういった部分をやっていかなくちゃ

ならない。そういった総合的な対応によって、安

全・安心に暮らせるまちになるというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 震災に強いまちづくりの力

強い答弁をいただき、誠にありがとうございまし

た。 

  最後になりますが、災害は天災であれ人災であ

れ起きてほしくないものです。まして、それによ

り人々の生活が脅かされることはもちろん、究極

の人権である人々の生命に危険が及ぶ事態は絶対

に避けなければなりません。 

  生活に必要な施設の集積や公共交通の質向上に

よって、高齢者でも気軽に外出でき快適に暮らせ

るコミュニティーをつくり上げることにより、ま

た、今回の震災で電力やガス、水などのライフラ

インの復旧にかなりの時間を要した自治体の例を

参考にすれば、大規模な供給源から配られるシス

テムではなく、供給源が分散されたクラスター型

の思想による都市インフラ構築が改めて必要だと

実感をいたしました。 

  であれば、分散型のライフライン構築が加わる

ことによって、安心で安全なまちづくりの手本が

見えてくるはずです。今回の震災では、本市にお

いては安心・安全を脅かすのはまさしく慢心であ

り、そもそもハードによる防災には限度がありま

す。100％安全はあり得ません。それを補い、防

災力を高めるかぎはソフト、意識の部分だと思い

ます。のど元を過ぎて熱さを忘れてはいけないの

です。 

  ぜひ、震災に強いまちをつくるには、慢心のな

いまちだと思います。このところを市長に要望い

たしまして、この項の質問を終了させていただき

ます。 

  続きまして、２、地域経済を守る取り組みにつ

いて。 

  震災後、すぐに本市経済の救済対策が行われた。
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スピード感をもって対策を行使したことは非常に

評価される。しかし、東日本大震災及び原発事故

による影響は長期化が見込まれる。そこで、本市

のさらなる経済対策をお伺いします。 

  1)観光業について。 

  ①本市の観光業における風評被害を含めた被害

額をどのくらいと見積もっているかをお伺いしま

す。 

  ②温泉施設宿泊への総額１億円キャッシュバッ

クキャンペーンの成果と、今後の取り組みについ

てお伺いをします。 

  2)農業について。 

  ①「がんばろうとちぎ農業」緊急支援資金創設

の目的と進捗状況をお伺いします。 

  ②本市の農業の被害額はどのくらいと見積もっ

ているのかをお伺いします。 

  ③本市の農業の風評被害対策についてをお伺い

します。 

  ④今後の農業振興策と支援策をお伺いします。 

  3)工業について。 

  ①平成23年度市単独経済活性化対策事業と東日

本大震災の災害復旧事業の進捗状況をお伺いしま

す。 

  ②今後の建設業の振興策と支援策をお伺いしま

す。 

  4)商業について。 

  ①中小企業者の経営環境改善のための施策（中

小企業者への大震災緊急支援資金創設）の進捗状

況をお伺いします。 

  ②震災後の市内の景気対策についてお伺いしま

す。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） １番、櫻田貴久議員の市政

一般質問２の経済を守る取り組みについて、順次

お答えをいたします。 

  まず、1)の観光業についての①観光業における

被害額について、お答えをいたします。 

  ３月11日の東日本大震災における旅館・ホテ

ル・観光施設等への直接的な大きな被害はありま

せんでしたが、余震が続いたことや原発事故によ

る風評被害により、市内の宿泊施設においては宿

泊客の予約キャンセルが相次ぎました。 

  ご質問の被害額を示すことは困難でございます

が、入湯税の申告による今年３月から４月の観光

宿泊客数は、昨年と比較して約７割以上の減とな

っております。５月分は入湯税申告が６月以降と

なるためわかりませんが、ゴールデンウイーク中

の塩原もの語り館、もみじ谷大吊橋、板室健康の

ゆグリーングリーンの利用者数は、前年度と比較

しまして１割から３割減となっております。 

  次に、②の総額１億円キャッシュバックキャン

ペーンの成果とその取り組みについてお答えをい

たします。 

  このたびの大震災及び原発事故に伴う風評被害

等の影響により、市内の宿泊施設でキャンセルが

相次ぐなど大きな打撃を受けたことから、本市の

主要産業である観光業を支援するため、那須塩原

市緊急経済対策として５月３日から５月16日まで

総額１億円キャッシュバックキャンペーンを実施

いたしました。 

  対象者を市内の温泉宿泊施設の宿泊者とし、通

常宿泊料金の大人料金１人当たり最大3,000円の

キャッシュバックを行った結果、キャッシュバッ

クに要した費用は6,500万円で、対象となった人

数は２万6,350人でした。キャンペーンの成果に

つきましては、宿泊者へのアンケート調査で約

3,000人から回答をいただいた中で、塩原温泉の

宿泊者の６割、板室温泉の宿泊者の５割が「キャ
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ッシュバックがあるので宿泊をした」との回答を

寄せており、期待どおりの効果が上がったものと

考えております。 

  次に、今後の取り組みについてですが、今でも

余震が起きるたびに予約がキャンセルされるとい

う状況と、東電福島原発事故の収束の見込みがつ

かないことから観光客の入り込みは未知数であり

ますが、観光協会等の関係団体では夏休みの観光

シーズンによる期待が大きく、誘客促進に努めた

いとのことでありますので、市といたしましても、

関係団体と一体となって引き続き風評被害の払拭

に努めてまいるとともに、今後の誘客対策につい

て取り組んでいきたいと考えております。 

  次に、2)の農業についてのご質問にお答えをい

たします。 

  ①の「がんばろうとちぎの農業」緊急支援資金

創設の目的と進捗状況についてお答えをいたしま

す。 

  本資金は、県を中心に市、金融機関及び関係団

体が連携し、放射性物質の影響による農作物の出

荷停止や風評被害などで損失を受けた農業者に対

し、無利子で運転資金を融資することにより、農

業経営の安定を図ることを目的に創設されました。 

  この資金は、ＪＡなすの、足利銀行、栃木銀行

の３金融機関が取り扱っており、５月末の時点で

は融資実行までには至っておりませんが、金融相

談が数件行われております。 

  次に、②の本市の農業の被害額についてお答え

をいたします。 

  東日本大震災の農業被害につきましては、地震

による農地、農業用施設及び農畜産物に関するも

のと、放射性物質による影響による出荷制限及び

風評による農畜産物の被害に関するものに分けら

れます。 

  農地、農業用施設の被害額につきましては、４

月補正予算に計上いたしました8,300万円程度と

見込んでおりますが、深山ダムなどの国営事業で

造成された施設につきましては現在復旧方法を検

討していると聞いておりますので、被害額は把握

をしておりません。 

  農畜産物につきましては、地震による被害額は

6,000万円であります。また、園芸作物の出荷制

限及び風評による被害額は、３月12日から４月末

までの時点でＪＡに出荷している農業者だけで

4,000万円を超える数字となっております。この

被害額には直売所及び市場に出荷している農業者

の被害額は含まれておらず、また、これから畜

産・酪農の取りまとめが始まることから、今後被

害額がふえることが予想されております。 

  次に、③の農業の風評被害対策についてお答え

をいたします。 

  現在、放射性物質の影響による出荷停止、自粛

となっている農作物はありませんが、風評被害を

払拭し市の農畜産物の安全・安心をアピールする

ために幾つかのイベントを実施してまいりました。

４月22日から23日にかけまして、県と連携し東京

池袋のサンシャインシティにおいて「がんばろう

日本！とちぎの観光と農畜産物フェア」に参加を

してまいりました。 

  また、５月７日には明治の森黒磯と湯の香しお

ばらの両道の駅において、市の農畜産物の新鮮・

安全・安心キャンペーンを行いました。さらに、

５月23日には東京築地の東京シティ青果におきま

して、本市の高冷地ホウレンソウの初出荷に合わ

せ販売促進キャンペーンをしてまいりました。 

  今後も、県、農業関係団体及び農業者と連携し、

市内市外にかかわらずさまざまな機会をとらえ、

本市の農畜産物の安全・安心のＰＲを継続してま

いります。また、県が実施しております放射性物

質の調査結果を、市のホームページや広報を通じ
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引き続きお知らせをしてまいります。 

  次に、④の今後の農業振興と支援策についてお

答えをいたします。 

  まず、農業者の経営安定を図ることが最も重要

であると考えております。そのためには、緊急支

援資金や既存資金の有効活用などについて相談窓

口となり、的確な情報を提供してまいります。 

  また、出荷制限や風評被害の損害賠償請求に対

しても、引き続き市も受け付け相談窓口の一つと

して対応してまいります。加えて、放射性物質の

農産物への影響に関する的確な情報を収集し、被

害軽減の対策や代替作物などの技術情報を生産現

場に提供してまいります。 

  風評被害の払拭も重要な取り組みでありますの

で、そこで先ほどお答えいたしましたイベントや

講演会を通して、本市の農畜産物の安全・安心を

アピールしてまいります。また、地震による農地、

農業用施設の支援対策としては、国庫や市単独に

よる災害復旧事業を実施するほか、個人や団体が

復旧する際の農地、農業用施設につきましても、

その費用の一部を補助して支援してまいります。 

  次に、3)の①でございます平成23年度市単独経

済活性化事業及び東日本大震災による災害復旧事

業の進捗状況について、お答えをいたします。 

  まず、市単独事業活性化対策事業につきまして

は、256事業のうち５月末の時点で37件の事業に

着手をし、執行率は14.5％となっております。ま

た、事業費で見ますと総事業費２億5,357万2,000

円のうち契約等の締結が済んでいるものが1,324

万3,000円で、執行率は5.2％となっております。 

  次に、災害復旧事業につきましては、139施設

の復旧事業のうち５月末時点で49の事業に着手を

し、執行率は35.3％となっております。また、事

業費で見ますと総事業費４億1,397万2,000円のう

ち契約等の締結が済んでいるものが2,557万1,000

円で、執行率は6.2％となっております。 

  続きまして、3)の工業についての②の今後の工

業の振興と支援策についてのご質問と、4)の商業

についての②の震災後の市内の景気対策につきま

しては関連がありますので、あわせてお答えをい

たします。 

  まず、4)の商業についての①中小企業者の経営

環境のための施策の進捗状況についてお答えをい

たします。 

  本資金は、市が東日本大震災や計画停電により

売り上げが減少し、もしくは減少が見込まれる市

内中小企業者に対し無利子で運転資金を融資する

ことにより、経営の安定を図ることを目的といた

しまして創設をしました。内容は、市が４億円を

預託し、金融機関が３倍協調するもので、融資枠

を12億円、融資限度額は500万円、返済期間は５

年以内として、４月21日から運用を開始しました。 

  ５月16日には融資申請額が11億8,170万円に達

しましたが、その時点で申請書作成中のケースや

融資相談中のケースが約３億近くとなっておるこ

とから、５月17日に１億円の追加預託を行い、融

資枠の合計を15億円としたところです。５月24日

には申請が15億に達したことから、受け付けを終

了しました。申請件数は331件となっております。 

  次に、今後の工業の振興と支援策、震災後の被

害の景気対策について、あわせてお答えをいたし

ます。 

  ５月６日に市が震災後の影響について市内企業

に行ったアンケート調査では、建物等への直接的

な被害は少なかったものの、売上額につきまして

は約６割が減少したと答えております。また、４

月８日に市内の商工会が会員に行った震災後の影

響についてのアンケート調査でも同様な結果であ

ったことから、市内の景気はリーマンショック以

来冷え込んでいた景気に震災の影響が重なって、
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中小企業者には大変厳しい状況となっておると認

識をいたしております。 

  このような状況から、市では市内経済の活性化

と就業の場の確保として、この４月に総額１億円

キャッシュバックキャンペーン、大震災緊急支援

基金の創設などを盛り込んだ緊急経済対策を実施

いたしました。今後の景気対策につきましては、

大震災や東電福島原発事故に伴う放射能汚染、電

力不足などの影響が引き続くと予想されることか

ら、緊急経済対策の効果を見極めながら関係機関

とも協議をして、対策を講じてまいりたいと考え

ております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 市長、答弁ありがとうござ

います。 

  それでは、①番から随時再質問をさせていただ

きます。 

  本市における観光の風評被害でありますが、一

つゴルフ場の例をとって説明をしたいと思います。 

  福島第一原発事故による風評被害で多大な損失

をかぶっているゴルフ場は少なくない。そんな中、

日本ゴルフ場事業協会は、経済産業省の要請で宮

城、福島、茨城、群馬、栃木、埼玉、千葉の７県、

118カ所のゴルフ場で風評被害に関するアンケー

ト調査を実施した。今回の調査は、風評被害によ

る損害額を算出し、損害賠償の指針を策定するた

めに行ったものである。実害でないので各ゴルフ

場はその算出に苦労した。 

  最終的には118ゴルフ場で総額約95億8,000万、

１ゴルフ場当たり約8,100万円の結果になった。

ただし、福島県の某ゴルフ場が廃業に伴う損害額

60億円と挙げているため、これを除いた117ゴル

フ場の平均は約3,000万円という結果になる。 

  今回は東日本だけだが、西日本のゴルフ場でも

次々とキャンセルになったり、関東以外でも中国

や韓国からのお客さんが減ったりなどの被害を受

けている。これも風評被害と考えられないわけで

はない。果たして国や東電がそこまで補償してく

れるのかどうか、解決しなければならない問題は

まだまだ多い。売り上げ減で死活問題に陥ってい

るゴルフ場もあるだけに、一定のめどに早急な対

応が望まれる。 

  また、旅館・ホテルも同様だと思うことから、

東電に対し本市としての賠償請求のかかわり方に

ついてお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） ただいま観光産業

関連につきまして、東京電力あるいは国への損害

賠償についてのかかわり方ということでございま

す。 

  これにつきましては、原子力損害の賠償に関す

る法律に基づきまして紛争審査会のほうで、これ

までに４月の末に第一次指針、それから５月の末

に第二次指針ということで、どういった被害が損

害賠償の対象になるのか、あるいは、対象になっ

た場合の損害額の算出の仕方、そういうものにつ

いて検討して、今のところ二次指針ということで

発表になってございます。 

  その中で、農業については先ほど市長のほうか

らもちらっとお話し申し上げましたが、観光につ

きまして第二次指針の中で、東電の放射能汚染と

の関連が十分に認められるということで、福島県

内の観光業については対象とする旨の記載がござ

います。その周辺の観光地といいますか、近県に

つきましてはそれに伴う風評ということも当然、

今後認める方向で考えなくてはならない。 

  ただし、震災以降、あるいはその後の津波の映

像等、毎日のようにマスコミで報道しているとい
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うことで、そもそも消費マインド、お出かけする

のはどうかということの影響もかなり考えられる

ために、その辺もうちょっと実態なりを調査しな

いと、近県については市場の動向、その辺の調査

分析を行った上で今後検討するというふうな表現

になってございます。 

  それと、被害の損害を請求する際には、農業関

係もＪＡの中央会が関係農業者のものをまとめて

団体交渉ということで東電と交渉すると。そのほ

かの福島県内で避難をしなくちゃならないことで、

結果的に営業を停止せざるを得ないというものに

つきましても、業界がまとまって一本化で交渉し

ていくというふうな流れになってございますので、

観光についてもそのようなことになるのかなとい

うふうなことは考えてございます。 

  その際には、関係団体あるいは県とも連携をと

りまして、市もできる限りの情報提供なり事務的

なバックアップ、そんなものができればいいかな

というふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 既に日光市は、鬼怒川温泉

がありますので東電に賠償請求をしたという情報

を聞いていますが、その辺の情報は産業部長のほ

うで把握しているのか、お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 情報といいますか、

そういう動きがあるというふうなことは、お隣の

那須町の観光協会の総会のときも、マスコミの情

報程度のものしか持ってございませんが、そうい

う動きがそれぞれあると、あるいはそういう考え

方を出されているということは聞いておりますが、

したという話はまだ聞いてございません。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 恐らく、この原発の事故は

まだまだ長期化が予想されます。そういった意味

で、本市も塩原温泉、板室温泉、三斗小屋温泉、

また市内の温泉施設がありますので十分に対応し

てもらいたい。そして、スピーディーに対応して

もらいたいと思います。 

  恐らく、この風評は形ではあらわせないぐらい

の大変な状態になると思いますので、十分に頭の

中に置いてもらい、対応してもらいたいと思いま

す。 

  続きまして、②番の温泉施設宿泊者への総額１

億円キャッシュバックキャンペーンについての再

質問をさせていただきます。 

  期待する効果は十分にあったと思います。利用

者にはおおむね好評と新聞には発表されました。

ただ、受け入れ側としての評価はどのようなもの

だったのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 受け入れ側といい

ますと、観光協会あるいは旅館組合さん等のそれ

ぞれの施設なりかなというふうに思いますが、期

間終了後、観光協会さん等と、反省と今後どうし

ようかということも含めまして２回ほど会合を持

ってございます。その中で、関係者のお話としま

しては、まずこの先どうしようかということで思

っていたところ、市のほうの今回のキャンペーン

でいち早く打ち出していただいたということで、

一息ついたということで大変関係者一同感謝して

おりますし、ほかの観光地からはうらやましがら

れたというふうなお話は伺ってございます。 

  ということで、おおむねよかったというふうな

声があるのかなというふうに受けとめているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 
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○１番（櫻田貴久君） おおむねいい、好評だった

という発表でありますが、では部長、消化し切れ

なかった3,500万については、今後どのように使

うかをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） ただいま申し上げ

ました関係団体との、今後どうしようかというふ

うな会合の中で、キャンペーンにつきましては評

価はいろいろあると思いますけれども、とりあえ

ず終了ということで、同じことは今後はないとい

うことで確認をさせていただいたところでござい

ます。 

  その中で、先ほどから出ております東電の原発

事故の影響といいますか、それに伴って風評被害、

あるいは先ほど申し上げました消費マインドが冷

え切っておりまして、これについては長期化が見

込まれると。その中で、当然主要産業でございま

すので、塩原についても板室についても今後誘客

対策を間断なくとっていきたいと。その中で、そ

の3,500万についても何とか活用させていただき

たいかなというふうな要望を受けてございます。 

  それにつきましては、確約ということではもち

ろんございませんが、関係団体とよく協議をした

上で、その際には、今まではいち早くということ

で議会の皆様方と議論といいますか、ご相談申し

上げない中で専決処分ということで動いてきてし

まいましたけれども、今後については議会の皆様

方のお知恵といいますか、協議をさせていただき

まして、その上で取り組んでいければいいかなと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） であれば、当初なぜ１億円

にこだわったのかということと、上記の対策を講

じるに当たり十分な説明会を地元、観光協会、諸

団体と開いたのか、開催したのかというのを確か

めたいと思います。 

  あとは、やっぱり関係団体がどうしても心配し

ているのは、この3,500万の使い道だと思うんで

すが、使う、使わない。使うというような判断で、

部長、よろしいのでしょうかお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 無執行の3,500万について

どう対応するのかというご質問かというふうに思

っております。 

  観光協会等々からは、観光のために１億円出し

たのでそれを活用してもらいたいという、その気

持ちは私も十分理解できます。この１億円につき

ましては、当然ゴールデンウイーク時、５月の予

約がもう１割程度になってしまうという状況の中

から判断をしまして、５月中の入り込み客数から

割り出して１億円程度していけば、ほかの企業に

はつなぎ融資という形でやっておりますけれども、

旅館につなぎ融資をやっても客が来なければ何の

意味もございませんので、そういう対応をさせて

いただいたという経緯がございます。 

  確かに3,500万が未執行になっておりますけれ

ども、これにつきましては議会の皆さん、１億円

キャッシュバックキャンペーンに使うという約束

で専決処分をさせていただきましたし、それを認

めてもらったところでございます。当然、そうい

うことになりますから、未執行の部分については

未執行でございます。改めてほかの事業を起こす

とすると、それはまた議員の皆さんに相談を申し

上げながら進めていくという考えでおりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、産業部長にお伺
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いします。 

  今の１億円にこだわった理由は何となくわかり

ましたが、部長、結局全協で聞いた話ですと、前

年前月の５月の入湯税から算出し、約３万3,000

人、５月９日で終了するんじゃないかというよう

な説明をいただきました。であれば、温泉宿泊等

の宿泊数をどのようにとらえてこの施策を考えた

のか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） １億円で3,000と

いきますと、当然３万3,000人からなるというこ

とはもちろんわかってはいるんですが、前年まで

の入り込み客、あるいは塩原温泉、板室温泉等の

部屋数、収容人数、いろいろな要素がございます。

その中で、部屋の稼働率ということにしますと、

最近のいろんな統計のとり方で最近のお客様の動

向ですが、１部屋当たり２人から2.5人というの

が平均のお泊まりになられるケースだということ

がございまして、そういうことで、部屋数と人数

の関係はそういうことで基準といいますか、算出

はさせていただきましたが、いずれにいたしまし

ても、あと期間の問題が当然あるわけですね。今

の人数でいきますと、当然去年までの状況ですと

３万3,000人は、先ほど議員がおっしゃったよう

にすぐにアッパーにいってしまうと。 

  あと、そのほかに当時あったのは、最初にお話

し申し上げたときに、いわゆる市内だけで営業し

ている宿泊施設と県外等でもグループ的に営業し

ている宿泊施設、その対象をどうしようかという

こともありましたものですから、それにも当然絡

んではくるんですが、そのようなこともありまし

て、先ほど市長も申し上げましたが、まず待った

なしだということでゴールデンウイークにぶつけ

るということも一つございました。 

  それと、２週間につきましては、通常ですとゴ

ールデンウイークの最初から当然やればいいんで

すが、スタートが、今言いましたように対象をど

うしようかとかそういうものもありまして、多少

ＰＲがというか、スタートする期間がおくれてし

まったということで、後半の３日からという設定

でございます。 

  前年あたりも、企業等につきましてはゴールデ

ンウイークを１週間ずらすとか、そういうふうな

休暇の形態等もあるということで、後半の３日か

ら16日の２週間ということで設定をさせていただ

きました。 

  ただ、前年の入り込みからいきますと、途中で

足りなくなってしまうのではないかと、その辺の

こともありまして、観光協会さん、あるいは宿泊

施設で予約を受けるときのＰＲや受け答えにちょ

っと苦慮したということは大変聞いております。 

  というのは、もう後半になってしまうと１億円

をオーバーしてしまって、お泊まりいただいても

該当するかしないかわかりませんよというふうな

答えをしなくちゃならないということで、その辺

が、逆に言うと現場からの声では、期間を決めた

のなら決めた間は全員オーケーというような形で

やらせていただければ、もっとふえたのではない

かというふうな声も聞いてはございます。 

  ちょっと答弁になっているかどうかわかりませ

んが、以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開
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きます。 

  １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 引き続き、②の問題につい

て再質問をさせていただきます。 

  65％の消化率に対し、宣伝広告費は十分だった

かお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今回の宣伝広告に

つきましては、71万何がしの補正を合わせてでさ

せていただきまして、まずチラシを7,000枚作成

いたしまして、市内の行政区内の班回覧はもとよ

り、いろんな観光施設等でキャンペーンをした際

に配布をさせていただきました。 

  それともう１点は、市内を走っております「ゆ

～バス」のフロント部分にバスマスクということ

で看板を取りつけて、これは市内向けになります

けれどもＰＲをさせていただいた。さらには、Ｆ

Ｍ栃木の中でスポット広告を流した。さらに、栃

木テレビの中でもＰＲをさせていただきました。 

  そういうことで、周知時間がもうちょっとあれ

ばほかの媒体による周知もできたかなというふう

には考えてございます。十分かどうかということ

は結果論になってしまいますので、もうちょっと

できたかなというふうなことは考えてはございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） であれば、今後の取り組み

としてその辺も十二分に反省をしていただきたい

と思います。また、今後の本市の観光業をどのよ

うに予測するかをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほどから申し上

げておりますけれども、東電の原発事故の収束の

いかんによっては、まだまだ厳しい状況が続くと

いうふうに予想してございます。宿泊等の予約に

つきましても、以前ですと１カ月前あたりから予

約が入っているという状況でございますが、全国

どこの観光地もがらがらだということもあるのか

もしれませんが、最近は本当に二、三日前になら

ないと予約が入ってこないというふうな実態も聞

いてございます。 

  そういうような先が読めない状況でございます

ので、今後についても観光協会さんを初め、いろ

んな団体の方と連携しながら取り組んでいかなけ

ればならないかなと考えております。 

  その中で、レディオベリーで先週の土曜日から

第１回目の放送が始まったんですが、「那須塩原

グリーン」という番組がございまして、これは土

曜日の９時半から９時55分です。その中で、これ

については観光ＰＲが主目的の番組ということも

ございますので、その中でも繰り返し風評被害の

払拭に向けた取り組み等もして、取り組んでいけ

ればというふうに考えてございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） そういった本市の今後の観

光業を予測するのであれば、今後どのような施策

が考えられるのか、また、今後も専決処分で施策

を決めていくのかをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 施策等につきまし

ては、観光協会さんのほうでもいろいろほかの観

光地との差別化といいますか、アピールをしてい

かなくちゃならないんではないかということで、

冗談めいてしまう話かもしれませんが、吉本興業

とか芸能人とのタイアップとか、そんなふうなア

イデアも持っているようでございます。それも含
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めまして、その当事者であります観光協会さん、

あるいは旅館組合さん等とよく協議をした中で、

先ほども申し上げましたけれども、議会の議員の

皆様方とも協議をさせていただきながら、よりよ

い方策が打てればなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは最後になりますが、

観光から那須塩原市を再生していく上での那須塩

原市の元気度をどのようにアピールしていくか、

また、安心・安全をどのようにＰＲしていくかを

お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） １回目の答弁の中

で市長から答弁を申し上げたとおり、決定的な決

定打ということはありませんので、いろんな機会

を設けまして間断なく、まずは風評被害、那須塩

原市の温泉施設は安全で安心で元気が出ますよと

いうふうな形のＰＲを続けていく、これしかない

のかなというふうに思っているところでございま

す。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 那須塩原市の観光業を考え

ると、まだまだ厳しい状況が続くことが予想され

ます。東日本大震災や福島第一原発事故の風評被

害による宿泊客の減少は当面続くことと思います。

早く平時に戻すことが必要であるが、この自粛ム

ードを打破するにはまだ解決の糸口が見えてきま

せん。 

  那須塩原市のゴールデンウイークの現金還元キ

ャンペーンは非常に評価される施策だったと思い

ます。しかし、今後先行き不透明な観光業を思う

とまだまだ予断を許せません。関係諸団体と綿密

に打ち合わせをし、第二、第三のすばらしい施策

の実行を要望します。 

  また、那須塩原市の観光の再生には、ぜひ那須

塩原市の元気度が必要とされることから、元気な

那須塩原市を国内外に訴える施策を要望し、1)の

質問を終了させていただきます。 

  続きまして農業についてでありますが、いろん

な答弁をいただきました。１点だけお伺いをした

いと思います。 

  風評被害における東電への賠償請求に伴うかか

わりについて、本市はどのように考えているのか

お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほど市長の答弁

の中にありましたように、市も受け付け相談窓口

の一つとして対応してまいりますというふうな答

弁を申し上げました。これにつきましては、先ほ

どの観光業とも絡むといいますか、同じなんです

が、出荷系統ごとに被害額、損害額の取りまとめ

をしております。 

  私ども、市がかかわる部分につきましては、Ｊ

Ａさんとかいろんな出荷系統に属さないといいま

すか、自分で市場出しをしている農業者の方等も

おります。あるいは、自分でスーパー等との契約

をして出しているという方もございますので、系

統外に属する農業者の被害取りまとめについては、

もちろん農協さんのほうに持っていってもいいん

ですが、私どものほうで対応させていただくとい

う形になります。 

  ただし、最終的にはＪＡの中央会さんが、私ど

もで受け付けたものも一本化して東電との交渉に

当たるというふうな流れになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございます。 
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  農業については一般質問最終日に伊藤議員から

通告が出ていますので、この辺で2)は終了させて

いただきます。 

  続きまして、工業について質問をさせていただ

きます。 

  市の単独経済活性化事業については、まだまだ

14.5％と達成率は低く思いますが、平成23年度市

単独経済活性化事業の早期発注の実施（前倒し）

について、どのような考えがあるかお伺いをしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 市単独の地域経済活性

化事業については、256事業の２億5,000万の事業

ということでございます。これにつきましては、

４月５日の部長会議の中で、市長の指示に基づき

ましてこういった活性化事業、さらに災害復旧事

業については早急に取り組むようにということで、

部長、局長を含めまして意思確認をしたところで

ございます。 

  こういった中で、市単独の経済活性化事業につ

きましては、ただいま申し上げましたように５月

までの時点では14.5％という進捗状況でございま

すが、今後６月から７月にかけましては108事業、

42.2％で、５月からの部分を合わせますと145件

という形になりまして、半分以上56％程度の執行

になるということでございます。 

  現状で申し上げれば、この活性化事業について

も４月からの執行という中で災害がございました

ので、現在は災害復旧事業を中心に取り組んでい

るという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 了解をするところでありま

す。 

  それでは、今後の建設業の振興策と支援策なん

ですが、今年度市が予定している工事の早期発注

についての考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ただいま、災害復旧と

経済活性化事業については申し上げました。さら

に、23年度当初予算で計上しております普通建設

事業、これにつきましては先ほど申し上げました

災害復旧事業が、ある程度の発注が終わりました

ら早急に取りかかるという中で、市内の経済の活

性化を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） その辺も十二分に検討して

いただき、早急に発注を願いたいと思います。 

  それでは、最後の項の問題に入らせていただき

ます。 

  中小企業者の経営環境改善のための施策であり

ますが、４月21日から９月30日までの実施期間で

はあったが、融資枠を12億から15億にした結果、

５月24日には申し込みが完了する結果となりまし

た。そこで、本市の経済状況をどのようにとらえ

ているか、産業部長にお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほど市長の答弁

の中にもありましたように、市が震災後に実施し

ましたアンケート、あるいは各商工会で実施しま

したアンケート、それらの結果を見ますと、大変

経済状況は厳しいと、経営環境も厳しいというふ

うに認識しているところでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 非常に厳しい経済状況だと
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いうのは私も認識をしておりますが、本市が行っ

た大震災緊急支援資金の創設は、県内６市町、宇

都宮、矢板市、日光市、高根沢町、那須町で行っ

たが、本市だけが全額利子補給という経営者にと

っては非常に評価される施策だったと思います。 

  そこで、今後追加で新たな施策を考えているか、

お伺いをします。また、今後の経済状況を踏まえ、

商工会等との連携を図り、新しい施策に取り組む

考えがあるかお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） １点目のご質問、

今回の緊急支援資金については５月24日で終了と

いう形になりました。今後さらにという意見でご

ざいますが、とりあえず、先ほどの１億円もそう

ですが、第一弾目の対策を今実施したばかりとい

うことで、331件の借り入れがあったということ

もあります。この効果をまずは見極めて、さらに

東電の状況等もございますので楽観はできません

が、見極めながら今後関係機関、団体とも協議を

しながら対策を講じていきたいというふうに考え

てございます。 

  新たな施策ということでございますが、商工会

さん等からいろんな要望等もいただいてございま

す。とりあえず現段階での市の考え方ということ

でご回答は申し上げておりますけれども、議員も

おっしゃっておりますように、今回の状況につい

ては長期化ということも考えられますので、それ

らについても鋭意、その段階段階でご相談を申し

上げながら、連携をして取り組んでいければなと

いうふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 市長の答弁にありました、

リーマンショックよりも厳しい状況だと答弁があ

りましたが、リーマンショックより厳しい状況と

いうのはかなり厳しい状況だと、部長、認識をし

てもらいたいと思います。 

  たまたま１億円のキャッシュバックもそうであ

りますが、至急緊急性を重要視し、専決処分で行

ったことは十分に評価できます。しかし、５月は

うまく乗り切ったけど、これから夏までどうしよ

うという企業がたくさんあると思います。本市が

予想していた緊急支援の創設での申し込みは、思

ったよりも早く締め切りが来たのではないかと思

いますが、その辺の状況をどのように考えている

かお伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） その辺の認識につ

きましては、櫻田議員と同じ認識をしてございま

す。その中で、セーフティネットの５号の認定要

件が３つ大きくあるわけですが、その中で最近３

カ月の平均売上高が前年と比べて５％以上減少し

ていると。これが１点目です。この理由で借りて

いる方が85％いると。 

  それから、もう１点は、震災発生後最近１カ月

の売り上げが前年同期で20％以上減少していると。

それから、もう今後その20％回復の見込みが立た

ないという理由のものが14％程度ということでご

ざいまして、先ほどの85％については直接震災と

は関係はないですが、リーマンショック以来ずっ

と経営不振だったのが、この震災で輪をかけた結

果かなというふうにも思ってございますので、認

識については、やはり依然厳しいというふうには

考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） その辺は部長とも同じ認識

でありますので安心はしておりますが、市内の中
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小零細企業、中小企業にとっては非常に厳しい状

況が今後とも続くと思います。ぜひ中小企業者の

経営環境改善のための施策を、第一弾、第二弾と、

また考えていただければと思います。その辺を要

望しまして、②の質問に入らせていただきます。 

  震災後の市内の景気状況をどのように把握して

いるか、お伺いします。また、状況を踏まえ何か

景気対策を考えているか、お伺いをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 震災後の市内の経

済の状況ということでございます。 

  先ほどから答弁を申し上げているとおり、中小

企業者にとりましては大変厳しい状況ということ

でございまして、さらに今後、夏場についてはま

た電力不足ということで計画停電なり電力の計画

的使用ということも予想されますので、ますます

経営環境は厳しくなるというふうに認識している

ところでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、ここで那須塩原

市の目玉でもあります那須ガーデンアウトレット

の例を挙げて再質問させていただきます。 

  那須ガーデンアウトレットの売り上げ例を見る

と、３月が７割ダウン、４月が２割ダウン、５月

が１割ダウン。しかし、６月は５月よりも売り上

げの少ない月なので、また７月も海の日までは忙

しくならないような気がします。 

  夏までもたない企業が出てくると思うので、さ

らなる支援策を考えているのか、部長、お伺いを

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 基本的には、先ほ

ど申し上げました今回の融資枠15億の効果、それ

をまずは見極めるということでございますが、議

員がおっしゃっているように、まだまだ大手のと

ころでも厳しいということもございます。そのよ

うなことについては季節的な臨時の運転資金、そ

んなものもあるのかなというふうなことは思って

おりますが、まだ具体的に市のほうとして関係団

体との協議も申し上げておりませんし、具体的な

ものは現在のところ持っているわけではございま

せん。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それであれば、震災後の市

内の景気状況を見るとかなり厳しい状況は認識を

しているわけでありますが、新たな景気対策とし

て復興券、もしくは地域プレミアム券等の発行な

ど、景気が浮揚するような計画を立てているかを

お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） いわゆるプレミア

ムつき商品券の発行というご質問かなというふう

に思います。 

  これにつきましては、那須塩原市商工会と西那

須野商工会さんのほうから、震災後における市内

商工業者の支援に関する要望書ということでいた

だいております。その中に、金融政策、税制面の

政策とあわせまして、市内で限定流通する災害復

興支援商品券の発行という要望もいただいてござ

います。これにつきましては市の内部でも検討さ

せていただきましたが、第一弾の経済対策が実施

中ということもございまして、この効果を見極め

る必要があるということでございます。 

  それと、あちこちでプレミアムつき商品券につ

いては発行されているわけでございますが、その

中で、結局燃料や食料品等生活必需品に使われて

しまうのではないかというふうな検証結果も出て
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おります。 

  ということで、この券を発行しても消費拡大と

いうふうなことには直接的につながらないのでは

ないかと。それと、結局経済的に余裕がある人が

買い占めて、その人たちのためにしかならないん

じゃないかとか。さらに、1,000円券等で発行さ

れているものが多いものですから、おつりを出す

ということになってしまいますと、両替をされて、

結局は市内だけじゃなくて現金になりますとどこ

でも使えてしまう。 

  いろんな課題等もあるというふうなことも以前

から指摘をされてございまして、その辺も効果的

な方法等についてさらに研究する必要があるとい

うことで、商工会さんに対する回答の中では、現

在のところ発行は考えてございませんというふう

な回答を申し上げているところでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 部長、先ほど市内の経済状

況は非常に厳しいわけですね。僕が言っているの

は景気浮揚対策ですから、この景気浮揚対策のた

めに地域振興券を考えてもらいたい、もしくは復

興券でもいいと思うんです。 

  部長、さっきから言っているじゃないですか。

今、市の景気は最悪ですよ、底ですから。今那須

塩原、栗川市政にとって一番市民が何を期待して

いるか、商工業者が何を期待しているかというの

は、確かに１億円のキャッシュバックとか緊急支

援策、非常に効果的な政策をやっていただきまし

た。しかし、このままでいくと市内の経済が浮揚

するきっかけはないと思います。何とか年内に、

１回、２回、３回、４回と数多くの景気浮揚対策

をやってもらいたいと思います。 

  部長、リーマンショックの後より厳しい状況と

いう認識を本当に持っていますか。答弁をお願い

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 認識ということで

ございますが、商工会さん初め各種団体との協議

といいますか、お話し合いをさせていただく中で

は、そのようなことだというふうに伺っておりま

すし、実際に私どもも市内の商店等で買い物等を

する中で、大変厳しいと。それは消費動向という

こともありますし、いろんな商品の流通といいま

すか、出回り方とかいろんな面を総合して、かな

り厳しいものだということは当然認識をしてござ

います。 

  であるから、新たな施策に移る場合には事業効

果、より効果的な方法ということと、そのタイミ

ングということももちろん考えながら、関係機関、

関係団体と協議をして連携を図りながらやってい

きたいかなというふうに考えてございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 最後になりますが、部長に

も十二分に那須塩原市の景気を把握していただき、

前向きに考えてもらいたいと思います。 

  今回は想定外の地震でありました。３月11日ま

では、ことしは景気が上向いてきたな、やっと景

気がよくなってきたなと肌で感じたときでありま

したが、先ほどアウトレットの例を申したように、

３月、４月の落ち込みは通年を通して回復するこ

とはできないと思います。 

  ただ、ここの地は夏場でかせぐというのが常識

になっております。ぜひ夏まで企業をもたせても

らいたいと思います。であれば、すばらしい施策

が出てきて実行してもらうことを前向きに要望し

まして、最後になりますが、東日本大震災による

景気の動向の状態及び雇用環境はますます悪化が

懸念されるところであります。復興は経済力なく

してはなし遂げられません。であれば、那須塩原
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市のポテンシャルを生かした産業振興の方向性を

示し、今後の施策立案等に積極的に部局を横断し

た政策を出してもらいたいと思います。 

  また、本市の取り組み、強み、立地優位性、将

来性等を把握することで、那須塩原市の経済活力

を維持向上させるための施策を考えてもらいたい

と思います。 

  今、地域は疲弊をしております。１億円のキャ

ッシュバックでも思ったより人が来なかったこと

を考えれば、厳しい経済状況は続いていると思い

ます。部長、５月よりは６月のほうが売り上げが

少ないのがこの地域であります。ぜひ夏まで、夏

を過ぎれば紅葉、紅葉が終われば忘年会と、宿泊

施設が潤うような仕組みを構築してもらい、いろ

いろなことを要望しましたが、私の市政一般質問

を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（君島一郎君） 以上で１番、櫻田貴久君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 君 

○議長（君島一郎君） 次に、９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 皆さん、こんにちは。議席

番号９番、公明クラブ、鈴木紀でございます。通

告の順に従いまして一般質問をさせていただきま

す。 

  １、局所的集中豪雨対策について。 

  気候変動の影響と見える局地的集中豪雨が近年

増加傾向にあります。本県においても鹿沼市にお

ける事故は痛ましい事故でありました。本市でも、

市民の命や財産を守る観点から、集中豪雨対策は

進めてきていると思われますが、現状と対策を伺

うものです。 

  ⑴高速道路のアンダーにおける現状と対策につ

いて伺います。 

  ⑵住宅地内で市に管理移管されている雨水浸透

槽は市内全体で何カ所あるのか、また、管理等に

ついて伺います。 

  ⑶市道及び管理道路で集中豪雨の浸水状況と対

策の進捗状況を伺うものです。 

  ⑷住民に的確な情報をタイムリーに伝えるため

の手段、方法について伺うものです。 

  １回目の質問です。よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君の質問に対

し答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、局地的集中

豪雨対策につきましての４つのご質問に対しまし

て、お答えをいたします。 

  初めに、⑴の高速道路のアンダーにおける現状

と対策についてでありますが、現在東北自動車道

との立体交差部のうちアンダー部は市道関連で28

カ所あり、そのうち16カ所が冠水のおそれがある

アンダー部であります。 

  その箇所につきましては、注意看板の設置及び

冠水チェックラインの表示による注意喚起を行っ

ております。また、那須塩原市ゲリラ的集中豪雨

時緊急対応マニュアルによりパトロールを実施い

たしまして、冠水基準の深さを超えたときは通行

どめの措置を講じております。 

  なお、県道関連につきましては４カ所ございま

して、市とほぼ同様の対策がなされているところ

でございます。 

  次に、⑵の住宅地内で市に管理移管されている

雨水浸透槽についてでありますが、市に管理が移

管されている雨水浸透槽の箇所数は、本年５月末

現在で430カ所となっております。なお、除草や

清掃などの日常的な管理につきましては、基本的
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に分譲地内の住民の方にお願いをしているところ

でございます。 

  このほか、防護フェンスの修繕や浸透の悪化に

よる冠水、倒木などがあった場合には、随時市で

対応しているところでございます。 

  続きまして、⑶の市道管理道路で集中豪雨の浸

水状況と対策の進捗状況についてお答えをいたし

ます。 

  先ほど⑴のご質問でお答えをいたしましたが、

高速道路のアンダー部を除きますと、集中豪雨時

に冠水のおそれがあるためパトロールを実施して

いる箇所は44カ所ございます。冠水の解消に向け、

側溝の新設や改修、舗装のかさ上げ、浸透槽の設

置などを行っておりますが、今後においても冠水

箇所の状況に応じた対策を講じてまいりたいと考

えております。 

  最後となりますが、⑷の住民に的確な情報をタ

イムリーに伝えるための手段、方法についてお答

えいたします。 

  局地的集中豪雨時においては、⑴の高速道路ア

ンダー部と同様に、注意看板やバリケードの設置

など、現地での注意喚起を行っておるところでご

ざいます。 

  また、市のメール配信サービス「みるメール」

の活用や地元自治会への連絡など、より効果的な

方策についても今後検討してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） それでは、順次再質問させ

ていただきますけれども、⑴番と⑷番については

若干関連がありますので、２点一緒に質問したい

と思います。 

  初めに、アンダーの数ということで28カ所、16

カ所が危険ということでありますけれども、これ

の冠水に対しての整備計画といいますか、当然今

までもあると思うんですけれども、この整備計画

についてはきちんと整備されているのかどうか、

まず１点お聞きしたいと思います。 

  また、ことしになってから、たしか80歳以上の

おばあちゃんが冠水の中で、アンダーの下で溺れ

死んだというような話も伺っております。そうい

った中において、やはりいかに情報をスピードを

もって早く流すか、これが一番重要な観点ではな

いかと思います。 

  当然、このおばあちゃんが亡くなったときにも、

市当局のほうではしっかりとした体制はとってい

たと思うんですけれども、間に合わなかったのか

なと思います。その中において、まず現場に真っ

直ぐ行くと、そういったスピードを持った中での

情報発信、収集についての体制づくりはどうなっ

ているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 排水関係のご質問でご

ざいますけれども、具体的にそのような箇所につ

きましては、これといった経過につきましては現

在のところございません。随時、浸透桝あるいは

側溝桝等々を設置していくということで対応して

まいりたいと、そのように考えております。 

  以上でございます。 

〔「スピード」と言う人あり〕 

○建設部長（君島 淳君） それでは、自治会に対

しましてのスピーディーな情報ということでござ

いますけれども、現在のところはこれといった具

体的なことは考えておりませんけれども、やはり

状況に応じまして、現在のところは郵政公社とい

いますか、郵政事業株式会社というんですか、あ

ちらとの覚書等も結んでおりまして、そういった

冠水の状況等々につきましては、できる限り早期
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に情報の収集をしまして、関係の方々にはなるべ

くタイムリーな情報をお伝えしたいというふうに

は考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 今、もう一度はっきりした

言葉でお願いしたいんですが、優先云々とか何と

か言ったんですが、ちょっと聞き取れなかったも

のですからもう一度お願いしたいと思います。 

  いずれにしろ、体制はきちんととっていただく、

また、いただいていると思うんですけれども、集

中豪雨の中においてはやはり消防署との関連も当

然出てくると思います。そういった中において、

冠水注意、通行どめの看板設置等についてもとに

かくスピードをもっていかないと、その前に進入

してしまって事故に遭ったというのが先日の事故

ではないかなと思うわけです。 

  そういった中において、集中豪雨の中、職員の

皆さんは現場へ行くのは大変でしょうけれども、

市民の命は自分たちが守るんだという、そういっ

た意気込みで進めてもらいたいと思うんですけれ

ども、もう一度最初の段階での優先云々という言

葉をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 先ほどの答弁の内容で

ございますけれども、緊急時のマニュアルにより

まして、大雨の場合には第一義的には消防から通

報をいただきましたり、あるいは地域の方々から

情報をいただくということが第一段階でございま

す。 

  その後、パトロールをいたしまして、今、議員

おっしゃるようなバリケードを設置したり、ある

いは人的な交通整理等々を行うということでござ

いますけれども、そういった日ごろの緊急時の情

報提供の中で、先ほど申し上げましたのは郵政事

業会社、郵便局ですかね。そちらと覚書を締結し

ておりまして、タイムリーな情報をいただいてい

るということでございます。 

  今後はタクシーあるいは代行会社といいますか、

そちらのほうも対象としまして、四六時中といい

ますか、夜中といいますか、そういった時間帯で

も情報を収集するというような体制を構築してい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 郵便事業会社ということで

了解をいたしました。 

  今、部長が言われたように、昼間だけが集中豪

雨というわけでもありません。夜中であれ朝方で

あれ緊急を要するものですから、そこら辺の体制

はしっかりとこの後もつけていただきたいと思い

ます。 

  それで、次の雨水浸透槽についてですけれども、

現在市のほうで管理しているのが約430カ所とい

うことで、そういう中において冠水、倒木につい

ての要望があったときには対応するということで

すけれども、今年度やる箇所も当然あると思いま

す。そういった中において、優先順位もあると思

うんですけれども、そこら辺のところはどういっ

た形での優先順位をつけているのか、お示しをし

ていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） ただいまのご質問の浸

透槽の関連でございますけれども、市に移管され

ております浸透桝につきましては四百数十件とい

うことで、古いものでは30年を経過しているもの

もございます。昨年度、市内全域の雨水浸透槽の
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現地調査を実施いたしまして、危険性、緊急性の

観点等から評価を行いまして、優先順位を定めた

ところでございます。その結果、計画的に修繕を

実施してまいりたいと、かように考えております。 

  今年度におきましては、100万円の予算を計上

いたしまして６カ所について実施をする予定とな

っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） よろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、市道関係ですけれども、大分市道の冠水

といいますか、雨水対策はかなりできていると思

うんです。そこのツタヤの前もいっときはひどい

ですけれども、30分もすれば引いていくというよ

うなことも聞いています。 

  そういった中において、最近では元警察署の上

の交差点等についても工事が始まったように見受

けられます。そういった中において、今年度対策

工事を進めているのは何カ所ぐらいあるのか。 

  また、そういった中において各地域で要望とし

て出ているのは歩行者通学路、そういったものが

あるところがやはり水たまりがあると、子どもた

ちの通学に不便を来すということで要望は出てい

ると思うんですけれども、そういった通学路にな

っている道路についての掌握はしているのかどう

か、２点お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） ただいま浸透槽の計画

的な設置といいますか、そういったことのご質問

かと思いますけれども、排水対策の一環としてそ

ういったものについておおむね10カ所程度を予定

しております。これは集水桝、あるいは側溝等を

含めた10カ所ぐらいを予定しておるところでござ

います。 

  それから、通学路の関係でございますけれども、

通学路の冠水状況につきましては市道だけではご

ざいませんので、国道、県道、それから市道等が

含まれていることもございまして、正確な数値が

把握できていないところもございますので、今後

パトロール等及び市民等からの情報を含めまして、

可能な限り情報をいただきまして対応してまいり

たいと、かように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 今のお答えの中に浸透槽と

いうようなことが出てきましたけれども、浸透槽

ではなくて市道の管理道路ということで理解して

よろしいと思いますけれども─はい、わかりま

した。 

  いずれにしろ、これから集中豪雨というものは

梅雨末期から夏、また初冬にかけてがものすごく

ふえるというようなデータも出ております。そう

いった中において、しっかりと対応していただき

たいと思いまして、次の項目に移ります。 

  ２、東日本大震災における本市の対応について。 

  東日本大震災は、東北地方だけでなく、県内は

もちろん近隣市町の公共施設にも大きな被害をも

たらしました。学校施設は子どもたちの学びの場

を確保するだけでなく、大規模地震や豪雨などの

非常災害時には防災拠点として中心的な役割を担

ってきました。そのため、その安全性の確保は住

民の命や財産を守る上で欠かせません。 

  今回の東日本大震災においても、多くの被災住

民の避難場所として利用されるとともに、必要な

情報の収集、発信する拠点になるなどさまざまな

役割を果たし、その重要性が改めて認識されまし

た。 

  本市としても、地域防災計画の中で避難場所と
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して位置づけされていることから伺うものです。 

  ⑴学校の耐震化について。 

  ①小中学校合わせて35校の被害状況と対応につ

いて。 

  ②小中学校の耐震化事業の進捗状況について。 

  ⑵市立保育園の耐震化について。 

  ①保育園の被害状況と対応について。 

  ②耐震化事業の取り組みは。 

  ⑶市営住宅の耐震化について。 

  ①市営住宅の被害状況と対応について。 

  ②耐震化事業の取り組みは。 

  ⑷として、学校施設及び公共施設の避難場所、

また防災機能について。 

  ①指定避難場所として避難者の安全と安心した

避難生活の環境整備の課題と今後の取り組みにつ

いて。 

  ②避難者への情報発信（不安から安心へ）をど

う進めてきたのか、課題と今後の取り組みについ

て。 

  ③指定避難場所として環境整備・運営体制も含

め地域防災計画の見直しについての考えは。 

  ④指定避難場所としての防災機能（食料・毛布

寝具等の備蓄・停電時の自家発電・施設の耐震な

ど）の整備について伺うものです。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ９番、鈴木紀議員の市政一

般質問にお答えをいたします。 

  ２の東日本大震災における本市の対応について。

教育部門、保健福祉部門、建設部門にまたがりま

すが、私から答弁をいたします。 

  まず、⑴の①小学校の被害状況と対応について、

お答えをいたします。 

  各学校の被害は、比較的小さな壁のひび割れ等

も含めますと、35校全部の学校で被害を受けてお

ります。被害の具体的な状況といたしましては、

ガラスの破損、天井の落下・破損、校舎のつなぎ

目部分の破損などが主なものであります。 

  応急処置は完了しておりますが、復旧工事につ

きましては、修繕等の規模にもよりますが、児童

生徒の安全確保を第一に、また学校活動を考慮し

ながら随時進めてまいります。 

  次に、②の耐震化事業の進捗状況についてであ

りますが、櫻田議員にお答えしたとおりで、耐震

化率につきましては67.5％になります。 

  ⑵の保育園の耐震化についてお答えをいたしま

す。 

  ①の保育園の被害状況と対応につきましては、

直接保育に支障を来すような大きな被害はありま

せんでしたが、各保育園において建物の内壁や外

壁に亀裂を生じるなどの被害がありました。その

中で、修繕に緊急性を要すると判断した２園につ

きましては、平成22年度３月の災害復旧事業補正

予算により被害箇所の修繕工事を行いました。残

りの13園につきましては、平成23年度４月の災害

復旧事業補正予算により順次修繕を行っていると

ころでございます。 

  ②の耐震化事業の取り組みについてであります

が、平成20年３月に策定しました那須塩原市建築

物耐震改修促進計画に基づく耐震診断の対象とな

る保育園は、14園のうち７園であります。耐震化

事業は、この耐震改修促進計画に基づき優先順位

を定めて行うこととしており、保育園につきまし

てはまだ行っておりませんが、３月11日の地震な

ど予期しない災害が懸念されますので、早期の取

り組みに努めてまいります。 

  ⑶の①市営住宅の被災状況と対応につきまして

お答えをいたします。 

  ３月11日の地震発生後、直ちに市内19の市営住
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宅の被災状況を確認するためパトロールを実施い

たしました。その結果、ふろ釜のはずれ、天井ボ

ードの損傷など数件の被害がありましたので、速

やかに修繕をいたしました。 

  次に、②の市営住宅の耐震化の取り組みについ

てお答えをいたします。 

  平成21、22年度に那須塩原市建築物耐震改修促

進計画に基づき、中層住宅４棟の耐震診断を実施

いたしました。その結果、稲村団地１号棟におい

ては耐震補強が必要であると判断し、本年度改修

工事を実施することといたしました。なお、耐震

診断未実施の住宅につきましては、⑵、②の市立

保育園の耐震化事業の取り組みでお答えしたとお

り、早期の取り組みに努めてまいります。 

  ⑷の学校施設及び公共施設の避難場所、また防

災機能についてのご質問ということで、①から④

まででありますが、いずれも関連がありますので

一括でお答えをいたします。 

  今回の大震災発生時には、住宅被害に遭われた

市民のほか、停電等頻繁に起こる余震の不安から

自主的に避難される市民が相当数おられました。

避難所の開設に当たっては、被害があった場合に

は本部の判断で避難場所の施設管理者に連絡をし

て開設をいたしております。 

  しかし、自主避難だけの場合には避難場所開設

の仕組みが整備されておりませんので、今後指定

避難場所への自主避難の場合の開設について、地

域の自主防災組織等がみずからの判断で開設でき

る仕組みを構築しなければならないと考えており

ます。 

  地域防災計画の見直しを実施をしていく中で、

指定避難場所の案内看板の設置や避難場所の判断

の対策、食料の確保、自家発電機や投光機等の資

材などの計画的な整備及び高齢者・幼児に対する

心身のケアなど、総合的な対策が必要とも考えて

おります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） それでは、順次再質問をさ

せていただきます。 

  初めに、学校の耐震化事業ということで伺って

いくものです。 

  先ほど被害状況の説明がありました。そういっ

た中において体育館の天井破損というようなこと

もありました。また、校舎から２階の教室に向か

う階段等に破損があったという、これは寺子小だ

と思うんですけれども、反面、平成４年に建築さ

れ新耐震基準のため補強の必要性がないといった

ものが寺子小だったと思います。 

  一方で塩原小に関連いたしましては、昭和43年

に建築ということであります。そういった中にお

いて、塩原小においてはほとんど無傷な状態とい

う。また、寺子小においては、先ほど申し上げま

したように体育館天井破損、また、階段等の破損

ということで、この辺のところの認識はどのよう

に持っているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 新しい耐震基準で建て

た寺子小学校と、古い耐震基準で建築をいたしま

した塩原小学校での被害の差がどういうことなの
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かということだと思うんですが、私も地質学とか

そういったものの専門家ではございませんのでは

っきりとは言えませんけれども、地盤そのものが

若干違うのではないかと思っております。 

  特に、那珂川から左岸側といいますか、那須町

側は一般的に関東ローム層といいまして赤土にな

っておりまして、右岸側の黒磯側は砂れき層にな

っておりますが、そこで明確に大体被害の状況の

程度が違っていると。那須町も相当被害を受けて

おりますし、寺子小学校の並びといいますか、小

高い山というか丘があるんですが、その辺一体の

一般住宅のほうにも被害が出ているということで、

寺子小学校も敷地内に亀裂が走っている状況でご

ざいますから、延長線上の一般住宅のところにも

亀裂が走っているところがございますので、そう

いった地質といいますか、地盤の違いによるもの

だと思っております。 

  寺子小学校の場合には─どこの学校を建てる

ときにも、建てるに当たっては地質調査といいま

すか、地盤調査といいますか、行っております。

特に現在はＲＣ鉄筋コンクリートづくりが多いも

のですから、かなりの重さになりますので、その

重さに耐えられる地盤かどうかとかいったものを

調査することで、地質調査、地盤調査をやってい

るわけです。 

  その結果、寺子の場合にはローム層ということ

もありまして、専門的なあれになりますが地耐力

というのがございますけれども、その１㎡当たり

どれくらいの重さに耐えられるかという地耐力、

地盤の持つ耐力なんですけれども、ローム層なん

かはかなり弱いほうなんです。岩盤が一番強いん

ですが砂れき層のほうはそれに次いであるという

ことで、地耐力がローム層の場合ないものですか

ら、寺子小学校の場合もローム層なものですから、

いわゆるコンクリートのくいを相当打ち込んで校

舎を支持、維持しているといいますか、支持基盤

といいますか、固い岩盤のところまでコンクリー

トのくいをかなり打ち込んで校舎を建てていると、

そのような構造でやっているという状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 地盤に問題があったという

ことだと思います。向こうが関東ローム層、こち

らは砂れき岩盤、また、そういった中において地

質調査をしてきたということの中においては、ま

たコンクリートのくいをしっかり打ってきたがた

めに、ある部分ではあの程度で済んだのかとも言

えるのかと思うわけです。 

  また反面、先ほど塩原のほうの話は出ませんで

したけれども、塩原のほうは岩盤の強さといいま

すか、そういったものの影響で結果的には被害が

なかったのかなと思うわけです。 

  そういった中において、先ほど櫻田議員の答弁

の中にありましたけれども、確認ということでお

聞きしたいと思うんですが、耐震化の進捗という

ことで現在67.5％という、残り32.5％、85棟済ん

でいるということなので、残り41棟ということに

なりますかね。そういった中において、39棟につ

いてはＩｓ値0.7から0.3の間、それについては24

年から28年度内に完全に耐震化工事を進めるとい

うことですけれども、２棟についてはどのように

なっているのか、数字的にちょっと合わないんで

すが、確認ということでお聞きしたいと思います。

その中に稲村小が入っていて工事を進めるのかど

うか、その点を確認としてお尋ねをします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 0.3から0.7未満の建物

につきましては39棟ございます。そのほかに41棟



－109－ 

との違いということだと思うんですが、１棟は

0.3未満であります。稲村小学校を今現在建築し

ておりますが、それも含めて平成23年度から28年

度までに行いますのは41棟ということでございま

す。もう１棟は、戸田小学校の場合は木造なもの

ですから、耐震化補強とかそういったあれに引っ

かからないということで、そこが抜けているとい

うことだと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） そうしますると、0.3未満

の稲村小については今年度やる予定でいるのか、

もう一回、再度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 稲村小学校の校舎Ａ棟

なんですが、昨年度の補正予算で予算化をさせて

いただきまして、繰越事業といたしまして、現在

設計から建築のほうに向けて取りかかっていると

いうところでございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 話が若干戻るんですが、寺

子小についてですけれども、体育館工事また階段

の補修工事といいますか、それはいつごろまでに

終了させるのか、また、先日見に行ったときに表

側で体育館と校舎の間の外側に亀裂が、アスファ

ルトの亀裂があったので、この梅雨時期に早く埋

め戻しをしないと、そこからどういうふうになっ

ていくのか、僕もちょっと想像ができないんです

が、それもあわせて早急にやっていただくことが

肝要かなと思うんですけれども、その点について

はいかがお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 先ほど市長のほうから

答弁いたしましたように、学校の教育活動という

のもございますので、それらの状況も踏まえなが

ら学校の改修、復旧のほうをやるということでし

ておりまして、寺子小学校の場合には体育館と２

階に行く階段の部分、あとはジョイント部分に亀

裂が入っているというような状況でございますが、

これらにつきましても８月中の夏休みいっぱいま

でには完了させるという予定でおります。 

  それから、外構といいますか、外の亀裂の部分

につきましても同じような方向でやりたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） それでは、次の市立保育園

の耐震化について伺うものですけれども、比較的

保育園については被害が少なかったと承っており

ます。そういった中において、３・11のときの逃

げ場所といいますか、そういった中においては園

長さん、副園長さん、また保育士さんたちの活躍

があったから、子どもたちに本当にけがもなく守

られたんだなと思っております。 

  そういった中において、先ほど答弁にありまし

たけれども、保育園については７園が耐震診断対

象というように伺ったと思うんですが、その中に

おいて促進計画にのっとって進めるということで

すけれども、この７園についてはすべて耐震診断

が済んでいるのか、また済んでいないのか、そこ

のところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 保育園７園につい

て耐震診断の対象になっているということなんで

すが、現在全く済んでおりません。今後につきま

しては、この計画において学校が優先ということ

で、それが終了してからというふうに考えていた
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んですが、今回の震災を目の当たりにし、またニ

ュージーランドで一気に倒壊したというような事

例もありますので、診断だけはできるだけ早期に

実施するように、庁内各関係部署とも協議を進め

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） いずれにせよ、子どもの命

というものに関しては、僕なんかがどうのこうの

言うよりも皆さんがご承知の上だと思います。将

来を担う大切な命であります。そういった部分に

おいてはしっかりと診断を進めていただいて、耐

震工事のほうもできるだけ早目に進めていただき

たいと思います。 

  次に、市営住宅の耐震化について伺うものです

けれども、市営住宅についても大きい被害はなか

ったと承っております。そういった中において耐

震診断については、中層といいますか、これらに

ついては既に５棟全部済んでいるのかどうか、改

めましてお聞きしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 今、５棟の耐震につい

て診断は実施しておるのかというふうなご質問か

と思いますけれども、５棟というのは４棟が市営

住宅でございまして、１棟は文化会館になろうか

と思いますので、うちのほうの市営住宅は４棟の

中層住宅、地上３階以上ということで５階以下の

住宅ということで、４棟でございます。 

  ４棟については、稲村と下厚崎、錦の１号・２

号ということで、４棟実施したところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 耐震化工事については、先

ほど答弁にありましたけれども耐震改修促進計画

にのっとって進めるということですけれども、今

回学校関係の耐震が、たしか政府のほうの第一次

補正で340億というものが予算計上されたと思う

んですね、耐震化事業を進めるという中で。 

  そういった中において、本市においてもそれに

該当するものがあれば、そういった何かを進める

のか。それについて続けて前倒し的に保育園とか

市営住宅においても耐震工事を進めていただきた

いと思うんですけれども、あくまでも促進計画に

のっとって進めるのかどうか、そこの点について

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 小中学校の耐震化につ

きましては、今回の震災の直前といいますか、那

須塩原市の場合には後期計画といたしまして平成

24年から28年度までにすべて終わらせるという計

画を策定したわけですが、その後、３月11日の地

震がございまして、文科省のほうでそういった予

算を立てるということだったんですが、それにつ

きましての細かい、こういったものですよという

のが全くこちらには流れてきていない状況でござ

います。 

  ただ、補助率の関係等で、今まで３分の２で来

ていますものが、それを延長するというようなこ

とでございますので、それらの補助率が上がった

形で私どものほうの耐震化工事等に対する国から

の補助がふえてくるということで、認識をしてい

るところでございます。 

○議長（君島一郎君） 建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 私どものほうも計画に

基づきまして実施をするところが基本的なスタン

スでございますけれども、議員ご心配のように、

可能な限り早期に診断は実施したいということで、
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現在そのような考え方で進めているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ぜひ早期に進めていただき

たいと思います。 

  次に、最後の質問に移ります。 

  学校施設及び公共施設の避難場所ということで

の再質問をさせていただきます。 

  先ほど答弁にありましたけれども、避難所に対

しての開設に当たりまして、最終的にとは言いま

せんけれども、今後はみずからの判断で開設を進

めるというようなお話がありました。そういった

中において、具体的にはどういった形で進めるの

かお尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 避難所の開設の質問で

ございます。 

  通常ですと、被害が確認されまして、市のほう

から避難所の管理者のほうに避難所として使えま

すよというような形で対応しているところでござ

いますけれども、やはり今回のように計画停電に

よる自主避難とか、あるいは今回の災害による避

難等を考えますと、避難所開設に当たりましては

やはり方法としまして、例えばですけれども、近

くにいる職員にかぎを持っていただいて、すぐに

あけていただくというのも一つの方法ですし、今

市のほうで推進しております自主防災組織の中に

も避難誘導班的な班も設けられるということでご

ざいますので、そういった班の班長さんにかぎを

預かっていてもらって、避難所開設がスムーズに

いくような体制も必要なのかと思います。 

  いずれにしましても、自主防災組織はまだ結成

が20数％ということでございますので、当面は職

員の対応も必要なのかなと思っているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） スピードある開設をよろし

くお願いしたいと思います。 

  今回の大震災は、僕なりに感じたところであり

ますけれども、第一波がまずＪＲの停電による避

難、次に我々市民の避難、第３番目にやはり福島

原発の人たちの避難という、こういった想定外の

避難者が数多くあったのかなと思います。 

  そういった中において、帰宅困難者、また福島

原発による避難については後ほど触れますけれど

も、避難所としての機能ということでお尋ねをし

ていきたいと思います。 

  そういった中において、先ほど教育部長の話に

もありましたけれども、寺子小学校近辺の人たち

が避難をしてきた。そういった中において避難し

てくると、当然、向こうは停電の上、真っ暗で人

もいない。その中では防犯ということも大事な要

点になるのではないかなと思います。 

  今回、宮城県のほうにこちらから行っている人

の話を聞きますと、相当盗難も激しく被害がある

というような話も伺っております。そういった中

において、防犯もしっかりとやっていただきたい

と思うわけであります。 

  そういった中において、今回避難場所として開

設された─あくまでもこれは、先ほど申し上げ

ましたように我々市民のという立場の中で考えて

もらいたいんですけれども、開設した避難場所は

何カ所あるのか、また、全体的な被害状況を把握

するのに日数的には何日ぐらいかかったのか、お

尋ねしたいと思います。 

  ２点についてよろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（三森忠一君） 今回の災害の関係での

避難所の開設状況ということでございますが、福

島原発から避難された長寿センターの部分は除き

まして別なところで、今回避難所の開設について

は３月11日から13日の３日間という形になりまし

たけれども、この中では住宅被災者、自主避難者

ということで、市民の避難に供した施設が６施設

で220人ほどということです。 

  もう１点、議員から出ましたように帰宅困難者

の対応ということでございますが、これにつきま

しては東那須野中学校、埼玉小学校、西那須野中

学校ということで３カ所の学校施設で、帰宅困難

者が出まして380人受け入れたという状況でござ

います。 

  以上でございます。 

  失礼しました。もう１点ありました。 

  全体的な被害の把握の日数ということでござい

ますが、３月11日の震災発生以来、市内パトロー

ル等を行いまして、被害の把握につきましては大

体11日から13日ぐらいの間に、概況的な把握はで

きております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ３日間ぐらいでおおむね把

握したと理解しております。 

  そういった中において、先ほどの中で避難所開

設が11日から13日まで３日間、６カ所で222人と

いうことでありましたけれども、この避難所を開

設していますよというような広報といいますか、

地域パトロールをしながらそういった形での周知、

情報発信ですけれども、どういった形で進めたの

か。そこのところはご存じのとおり携帯、電気は

使えないといった中において自主避難ということ

でありましたけれども、その広報についてはどう

いったことで進めたのか、手法をお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の避難所開設に当

たりましては、やはり災害がパトロール等で発生

した、そういった地域の方を避難させるというこ

とで、主に市が中心となってといいますか、施設

関係者との連携の中で開設したということでござ

います。特に、被害もそんなに甚大ではなかった

ということで、広報車を走らせたりするようなこ

とは特にいたしておりませんでした。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ただ、僕が相談を受けた中

で、避難場所がわからないという人もおりました。

そういった中においてお聞きしたところ、あした

で閉めるんだよというような答えがあって、その

人に伝えた経緯もあります。 

  避難所というものは、やはりいつ来るかわから

ない、そういった方たちもいると思いますので、

そこら辺のところ、今後考慮していただきたいと

思うわけであります。 

  今回の避難について、ご存じのとおり燃料、停

電、そういったものが相次いで起きました。そう

いった中において、当然食料もそうだったと思う

んですけれども、災害時の応援体制といいますか、

市内の中で各協力協定提携というものが防災計画

の中でも結んであると思うんですけれども、今後、

そういった形においては、自家発電ということに

なれば当然建設業界からの応援とか、また、自家

発電でも、大きさにもよるんでしょうけれども、

２時間ぐらいしかもたないということも伺ってお

ります。また、そういった中においては燃料の確

保、こういったものも十二分に重要なことかなと。 

  そういうことを考えると、今申し上げましたよ
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うに協定、協約といいますかね、そういう締結を

を今後ふやしていく必要性があろうかと思うんで

すが、そこら辺の考え方についてはどのようなお

考えをお持ちなのかお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の震災に当たりま

しては停電が発生したということでございます。

幸い、本庁は停電になりませんでしたけれども、

避難場所である鍋掛公民館とかそういったところ

については、西那須野地区も塩原も停電になった

という状況でございます。 

  こういった中で停電になりますと、当然夜にな

りますと明かりがないということでございますの

で、今回については建設業協会の協力をいただき

まして、発電機と投光機を設置していただきまし

て、暖房と照明を確保したということでございま

す。 

  今後の中では、やはりこういった協力体制とい

うのは必要だと思いますので、もっと広げた電設

業協会とかもありますので、そういった部分も視

野に入れながら研究していく必要があると思いま

す。 

  また、避難所の部分で対応する備蓄の部分でご

ざいますけれども、今回食料とか毛布はありまし

たけれども、そういった暖房をとるための設備が

ありませんでした。そういった中では、やはり電

気を使わない暖房、石油ストーブの反射式のもの

とか、そういったものも必要なのかなと思ってい

ますし、灯油も1,000ℓぐらいまではきちんと管理

をすれば備蓄できるということもありますので、

そういった部分も研究しながら避難所に対応して

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ぜひ、協力関係のほうの協

定を結んで進めていただきたいと思います。 

  それともう１点、先ほど避難所開設に当たり広

報車を回さなかったということですけれども、今

後発生するだろうと言われるものが、やはり那須

火山帯の本山である那須山の爆発、また那須水害

もありました水害。また、もう１点は関谷断層と

いうことですけれども、そういった中でやはり今

後出てくるのは、今回はたまたま火災等が発生し

なかった、そういった部分があります。 

  しかし、今後やはり火災、倒壊等を考えたとき

に、情報の収集・発信、そういう中において、こ

れは私なりの考え方ですけれども、一案として職

員の中でバイク隊なり─50㏄のバイクですね、

そういったものの編成を組んで情報収集・発信、

そういったものに活用いただければと思うんです

けれども、そこら辺の情報的な部分の収集におい

てどのように考えているのか、お聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 現行の地域防災計画の

中でも情報の伝達という部分がございます。こう

いった中では市のホームページとか緊急伝達シス

テム、さらには先ほど言いました広報車、あるい

は自治会・自主防災への連絡、あるいは「みるメ

ール」による情報発信というものが規定されてお

ります。 

  議員おっしゃいましたような方法も一つかと思

いますので、今後研究させていただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ひとつ研究していただきた

いと思います。 
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  それと、防災機能についてですけれども、今回

の震災でピーク時ですけれども約44万人が避難し

た。また、学校施設においては600カ所、そうい

った中においては阪神大震災でも相当数の学校施

設が避難所になりました。そういった中において、

先ほどお答えがありましたけれども備蓄関係です

けれども、そういった中において防災機能の充実

という部分においては、今後しっかりと対応して

いかなくちゃならないのかなと、そういうふうに

思うわけですけれども、この防災機能の充実をど

のようにお考えなのか、再度お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 防災機能の充実といい

ますと幅広い分野になるわけでございますけれど

も、そういった分野につきまして、今回の震災を

教訓としまして、これから地域防災計画の見直し

をする中で十分に検討していきたいと思っており

ます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 今、地域防災計画の見直し

ということが出ましたけれども、先日も代表者質

問の中で宮城県の大川小学校ですか、そういった

話がありました。報道によりますと、大川小学校

が避難するまでの時間が約50分あったと伺ってお

ります。そういった中において、やはり生徒数の

７割相当が被害に遭った。その原因は２点あると

言われております。 

  １点については、避難してきた方々の対応に対

しておくれて避難できなかった。もう１点につい

ては、二次避難場所が指定されていなかったとい

うようなことを伺っております。 

  そういった中において、防災計画を見直しする

中において、当然情報収集、発信また避難体制、

避難訓練、防犯対策等々あると思いますけれども、

何に力点を置いた中での地域防災計画を進めるの

か、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 先ほど来答弁いたして

おりますように、やはりこの地域防災計画という

のは総合的にも市全体で取り組む、それぞれの分

野についてやっていくというものでございますの

で、特に何に力を入れるということではなくて、

全体的にやはり強化していく必要があるというこ

とでの見直しをしていきたいということでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 今答弁ありましたように、

この教訓をしっかりと生かした中でしっかりとし

た防災計画をつくっていただきたいと思います。 

  繰り返しになりますけれども、今回は他市町か

らの避難もありました。反対に、今後出てくるか

もしれません、私たちが避難することもあり得ま

す。そういったことも踏まえまして、しっかりと

検討していただいて、本当にさすが那須塩原市の

防災計画だなと言われるようなものをつくり上げ

ていただきたい、そういうものをご期待いたしま

して、私の一般質問を終わります。 

  大変にありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で９番、鈴木紀君の市

政一般質問は終了いたしました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（君島一郎君） 次に、20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 20番、公明クラブ、平山



－115－ 

啓子でございます。本日最後の質問になりました。 

  初めに、このたびの東日本大震災におかれまし

て被災された方々には、心よりお見舞い申し上げ

ますとともに、かけがえのない命をなくされた方

に心からお悔やみ申し上げます。一日も早い復興、

復旧を願うものであります。 

  今回２項目の質問をさせていただきますが、既

に代表質問、それからただいまの質問等々でほと

んど出尽くしたという感じでございますけれども、

一生懸命やってまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

  初めに、１項目めの災害に強いまちづくりにつ

いてお伺いいたします。 

  甚大な被害が出た東日本大震災で、地震、津波

などに対する防災への意識が高まっております。

３カ月がたった現在、まだまだ多くの人が避難生

活を余儀なくされております。全国の自治体が防

災計画の見直しなど、防災対策に全力で取り組ん

でいるところです。 

  そこで、①本市の防災対策の取り組みとして、

「自助」「公助」「共助」の考え方と心構えをお

伺いいたします。 

  ②３・11をきっかけに災害時要援護者対応マニ

ュアルはどう働いたのか、お伺いいたします。 

  ③被災者への迅速な行政サービスの提供に、被

災者支援システムの導入をお伺いいたします。 

  ④福島原発の影響で放射能汚染が問題になって

おりますが、学校教育現場での対応をお伺いいた

します。 

  ⑤大地震の対応と備えについて防災ビラを作成

し、市民に配布してはどうか、お伺いいたします。 

  ⑥それぞれの地域、学校の特性を生かした避難

訓練が必要と思いますが、お伺いいたします。 

  以上、１項目の質問です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君の質問に

対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 災害に強いまちづくり

について、私からは①と③と④から⑥について、

順次お答えいたします。 

  まず、①の自助・公助・共助の考え方と心構え

についてお答えいたします。 

  災害が発生したときには、市や消防などの行政

機関は全力で被害の拡大防止に努めることになり

ますが、災害の規模が大きくなるほど行政機関の

対応、いわゆる公助だけではすべてを賄うことは

困難となります。 

  そこで、身近な地域の被害拡大防止にはみずか

らの命は自分の努力によって守るという自助や、

地域住民がお互いに協力して積極的に防災活動に

取り組むという共助が重要となってきます。 

  地域の防災力を高め、災害に強いまちづくりを

実現するためには、自助・共助の考え方は必要不

可欠なものであります。そのためにも、地域住民

が連携して防災意識の高揚が図れるよう、自主防

災組織の結成促進を積極的に行ってまいります。 

  次に、③の被災者支援システムの導入について

お答えいたします。 

  大規模災害での被災者に対する支援は、避難所

の開設、救援物資の支給、被災住宅の調査及び罹

災証明の発行、犠牲者及びその遺族の確認、義援

金・見舞金等の配分、代替住宅のあっせんや仮設

住宅の建設、各種被害者支援情報の伝達など多岐

にわたります。これら膨大な情報の管理を一元化

し、被災者支援サービスを迅速に行うために被災

者支援システムは有効であると考えられますので、

今後検討してまいります。 

  次に、⑤の大震災の対応と備えについて、防災

ビラを作成し市民に配布してはどうかとのご質問

ですが、本市では平成18年８月に指定避難所や防
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災の心得などを記載した那須塩原市防災マップを

全戸配布しているところであります。今後は、現

在の地域防災計画の見直しを行い、計画改正後の

情報等を網羅した新たな防災マップを作成し、全

戸に配布を行いたいと考えております。 

  次に、⑥の地域、学校の特性を生かした避難訓

練についてですが、平成23年度は市独自の防災訓

練を10月に実施する予定としております。今後、

具体的な訓練の実施要項を作成してまいりますが、

自主防災組織にご協力をいただき、今回の災害の

教訓を生かしながら地域の特性等に配慮して行い

たいと考えております。 

  また、市内の小中学校においては火災、地震に

対する避難訓練を実施しております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 保健福祉部のほう

から、②の災害時要援護者対応マニュアルはどう

動いたかという質問にお答えいたします。 

  災害時要援護者対応マニュアルは、要援護者の

生命や身体を災害から保護するために、本人と支

援住民にとってどのようなことが必要であるかを

明確にして、危機管理意識の啓発と高揚を図ると

ともに、災害時に迅速で的確な行動をとることを

目的として策定いたしました。 

  しかしながら、大震災発生時には地域に十分に

浸透している状況にはなかったと認識しておりま

す。今回の大震災を契機に、地域の皆様に再度十

分な説明を行い、制度の定着と活用を図ってまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 私のほうからは、④の

福島原発の放射能汚染に伴う学校現場への対応に

つきましてお答えをしたいと思います。 

  これにつきましては、６月７日、みんなのクラ

ブ那須塩原、中村芳隆議員の会派代表質問でお答

えをしたとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ただいま、那須塩原市の

自助・公助・共助の考え方と心構えということが

出ました。 

  今の答弁の中にもありましたように、本当に災

害が大きければ大きいほど消防、警察などの公助

はすぐに得られないのが現実ですね。そこで、根

本はあくまでも自助になる。自分が助かればだれ

かを助けられる。助ける人になるか助けられる人

になるかは、だれもが五分五分だというんですね。

助かったら助ける、また、自分の家庭は自分で守

るというところから、改めて今回の震災を通しま

して家庭での防災対策が必要になってくると思い

ます。 

  あくまでも、行政に頼るばかりでなく、自分た

ちができることは自分たちでしようということで、

改めて家族ぐるみの防災会議の実施を地域ぐるみ

でぜひ推進していっていただけたらと思っており

ます。 

  また、今回震災に対して火災が発生することが

かなり危惧されております。その中で、今回住宅

用の火災警報器が６月１日から設置が義務づけら

れますけれども、本市の進捗状況というか、各市

営住宅には全部取りつけられておるでしょうし、

おひとり暮らしの高齢者の方にも取りつけており

ますけれども、だんだん日にちがたってくるにつ

れて、なかなか厳しい状況だと思っております。 

  そういう中で、警報器の市内の設置状況をお伺

いいたします。 

  それと、やはり自分の身は自分で守るというと

ころから、今の耐震診断、耐震工事がるる、公共
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施設等においてはどうだかというような質問が出

ましたけれども、果たして今度は我が家の耐震診

断というのを、改めて今回の震災を機に本当に痛

感している人が多いのではないかと思います。 

  そこで、本市においては耐震診断、耐震工事に

おいて補助が出ておりますけれども、その利用状

況をお伺いいたします。また、部門の課のほうで

耐震診断を、本市において昭和56年以前の住宅を

訪問してチェックするというような機能があった

と思うんですけれども、それの進捗状況について

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ただいま警報器の設置

状況ということで伺われました。現在、手元に資

料がございませんので、後でお答えさせていただ

きます。 

○議長（君島一郎君） 建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 耐震の利用状況という

ことでございますので、お答えをいたしたいと思

います。 

  全部で14になりますけれども、20年から23年ま

でそれぞれ２件、４件、４件、４件ということに

なっております。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（君島一郎君） 建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 巡回の耐震というか、

そういったものはうちのほうでやってございませ

ん。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） わかりました。 

  なかなか利用状況がまだ少ないかなと思います。

やはり、私たちは津波というのはありませんし、

どちらかといえばまだ守られている地域なので、

ちょっとそういうのが自覚が薄いのかなと思いま

すけれども、やはりたんすなどの転倒家具の器具

の点検とか、ふだんからの警報器の設置、本当に

小さいことですけれども、小事こそ大切だなとい

うふうに、今回の震災で感じました。まずは足元

を守る、磐石にするということが自助の仕事では

ないかと思います。 

  次に、共助ということで、それも今度は自分が

自分を守ったら、その次に我が地域は自分たちで

守るということが大事だと思います。それで、今

もご答弁にありましたように、なかなか地域コミ

ュニティーの防災力をどう高めていくかというこ

とが大事であり、自主防災組織がまだ組まれてい

ない状態だと思うんです。市のほうも応援してい

るんですけれども、その地域によっては組織を組

むにはかなり厳しいところもあるかと思うんです

けれども、おくれている状況というのは何が原因

なのでしょうか、もしわかりましたらお願いいた

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 自主防災組織について

は、全体としまして214行政区の中で52というこ

とで、24.3％ということでございます。 

  この自主防災組織の結成に関しましては、市と

しましても積極的に推進するという中で、22年５

月に那須塩原市自主防災組織の育成等に関する要

綱を設けまして、積極的にやってきているところ

でもございます。 

  自主防災組織に関しましては、組織結成事業、

組織結成時に補助金を出したり、あるいは資機材

の整備事業の中でも補助金が30万円ほど、その後

の自主防災の運営事業としましても補助金を出し

ている、そういった要綱はつくっております。 
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  そういった中で、現在20数％という状況でござ

いますが、今年度におきましても市が地域に出向

きまして、積極的に地域にこういった組織の結成

を促すということで、活動を通じてさらに結成を

促進していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

 

再開 午後 ４時０９分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで総務部長より発言があります。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 先ほどのご質問で、火

災警報器の設置状況ということでございますが、

お答えさせていただきます。 

  ちょっとデータ的に古いんですけれども、一番

新しいデータということで申し上げますと、平成

22年６月現在ということで、黒磯那須消防組合管

内の推計普及率といいまして、実際に１件１件調

べたわけではございませんので、設置状況から推

計した数字でございますが45.1％、大田原地区広

域消防組合管内では43.1％ということで、１年経

過しておりますので、これよりは設置率は上がっ

ているのかなと思うところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） では、続いて質問させて

いただきます。 

  先ほども総務部長のほうからお話がありました

ように、一日でも早く行政の力をお借りして地域

コミュニティーの立ち上げがふえていくことが肝

心じゃないかと思います。やはり自主防災組織を

立ち上げて、一人一人が防災力を身につける。い

ざというとき力になるのは本当にご近所同士の助

け合いが必要になってきますので、そこで一日で

も早い防災組織を立ち上げることが肝心だと思い

ます。 

  そして、いざ被災しましたら肩書や役職の上下

など全く関係がなくなるわけですね。命に及ぶ災

難を前にして自分は一体何をして、何ができるの

か、それがすべてだと思います。日常的に住民同

士が、本当にご近所の力をお借りして防災活動に

取り組むことが大切だと思います。災害に対する

日ごろの備えをだれもが真剣に考えるべきではな

いかと思います。 

  また、自助・共助の後押しをするのが自治体の

公助の役割です。公助のほうの質問をさせていた

だきます。 

  飲料水や食料などの備蓄体制を前回、代表の中

村議員のところにご答弁がありましたように、備

蓄体制を見直すというようなお答えがありました。

そこの中で、4,500食、約３日分の食料が確保さ

れているということなんですけれども、その内容

はアルファ米とかお水等のお答えがありましたけ

れども、さらに高齢者、乳幼児、障害者、妊婦さ

ん、また外国人などに配慮した備蓄体制にぜひ取

り組んでいただきたいなと思っております。 

  また、避難所が指定避難所の見直しということ

で、今回そういう案が出ていますけれども、見直

しをして大体これでいこうかなというときにこの

震災があったというふうに聞いたので、その見直

しがどこら辺まで進んだのか、また、指定避難所

には、例えば私の地域ですと大山小学校地区があ

るんですけれども、範囲が広いので、そこの学校

までなんかとても行けないという高齢者の方がい
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ます。 

  そのためにも、一時避難所というのが必要にな

ってくるかと思うんですけれども、これもやはり

地域の皆さんの知恵を出しながら、そういう広い

地域とか企業の会社のところをお借りするとか、

これも必要になってくると思うんですけれども、

今回指定避難所の見直しということでどのような

見直しがあるのか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の地域防災計画で

すけれども、この計画については平成22年度で検

討をしてきたところでございます。庁内の検討を

受けまして知事協議をする段階になっていたとい

う段階でございました。 

  そういった中で今回震災が発生したということ

でございまして、これに伴いまして知事協議を中

止しまして、23年度で計画原案の新たな策定をす

るということで見直しをするという考えに至った

ところでございます。 

  現在考えております主な改定内容につきまして

は、今回の震災を教訓としまして地震被害のきめ

細かな対応体制の構築、さらには震災時の各部の

事務分掌の再構築、さらに市外での災害における

避難者受け入れ体制の整備─これは帰宅困難者、

広域避難者等も含めた、そういった整備も必要で

あると。あるいは、原発事故に起因しました放射

線災害への対応の整備、さらに職員に対する防災

教育の強化、こういった反省点が考えられます。 

  こういった部分を見直して、新たな計画を策定

しまして、23年度で知事協議をしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  これからいろいろな見直しがかかってくると思

います。そこで今、防災指定避難所のマップが各

家庭に配られており、私の家にも張ってあるんで

すけれども、そこのところに、ちょっと細かいこ

となんですけれども、持ち出し備品というのが書

かれているんです。それで、その非常持ち出し品

というのは普通３日分、それから自宅に保管する

備品が７日分というふうに義務づけられてはいな

いんですけれども、それが混在する記載内容とな

っているので、もしできましたら３日分はこれだ

よ、７日分はこれですというような、子どもにで

もわかるようなマップを今度ぜひつくっていただ

きたいなと思っています。 

  また、備品なんですけれども、今回の震災で皆

様ご存じのように片っ端からスーパーのものはな

くなり、転倒防止の家具はほとんど売り切れると

いう状況だったんですけれども、備品等の普及を、

やはりのど元過ぎればじゃないんですけれども、

約３カ月間がたってそんなに災害が加わっていな

いというのが現状ですけれども、やはり家具の転

倒防止とかガラスの飛散防止などの、そういう備

品なんかを売っていますけれども、それを地元商

店街でキャンペーンをして、その解説などをして、

商店街を通じた備品の普及の協力を商店街に求め

るということも可能じゃないかと思うんですけれ

ども、この案についてはどうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 防災マップのところに

書いてあります備品等の区分けですが、３日分と

か７日分とかいう部分でございますが、これらに

つきましては新しい防災計画ができまして、こう

いった資料をこれから作成するという形になりま

すので、そういった中でうまく表現ができるもの

であれば表現をして、子どもでもわかりやすいよ
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うな表現に変えていきたいというふうには思って

おります。 

  あと、商店街での防災グッズといいますか、そ

ういったものの購入につきましては、今後研究さ

せていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  今回の大震災をきっかけに防災士が注目を集め

ております。これは阪神大震災の2003年に防災士

の資格認証制度がスタートしたわけなんですけれ

ども、今回の東日本大震災の被災地でも各地から

駆けつけた防災士のグループが、知識や技術を生

かして活躍しているのが目立っております。 

  初めは少ないメンバーだったんですけれども、

今年度において全国で4,400人にふえたと言って

おります。本市におきましても、前日の質問の答

えの中で、今回これから組織機構の見直し、防災

課とかそのようなのができるんじゃないかと思う

んですけれども、そういうところに若手職員を対

象にそういう防災士の認証を取得して、庁内の防

災意識の向上を促してはと思うんですけれども、

この防災士取得ということでお金がちょっとかか

るんですけれども、若手のリーダーをつくるとい

うことで、この件はいかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 防災士という言葉はち

ょっと初めて聞いた状況でございますが、これは

消防のほうとはまた別な形で、市職員の中で防災

士を養成するというような考えなのかちょっとわ

からないのですが、基本的に組織の見直しの部分

の中では、今行政係でやっている仕事を新たな独

立した危機管理的な部署を設置するという考えで

考えているところでございまして、この防災士の

内容につきましてはちょっと勉強させていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ぜひご検討していただき

たいと思っております。 

  次の要援護者対応ということで、今回要援護者

対応のマニュアルがまだ作成されたばかりですけ

れども、これをどのように生かされたか、また、

改善はどのようなことかということでお聞きしま

す。 

  要援護者台帳の登録はまだ少ない状態ですけれ

ども、例えば特に障害者、視覚障害者、聴覚障害

者、また身体障害者等の障害者への避難場所の周

知は、とても一人で歩いていくのは困難な方がた

くさんいらっしゃいますけれども、避難場所の周

知は、もちろん民生委員さん、ご近所の助け合い

も必要ですけれども、本市としてはこの周知徹底

をどのようにお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） それではお答えい

たします。 

  要援護者マニュアルに基づいて要援護者台帳へ

の登録ということで、昨年取り組んでまいりまし

たが、まだ十分には広まっていないというような

状況を先ほど申し上げました。 

  その中で、既に障害者の方で登録されてある方

も何人かございます。このマニュアルの説明を、

自治会を通して市民の皆さんに広めるという活動

を去年も行い、今年度においても６月から７月ぐ

らいにかけて各自治会長さんがお集まりの機会を

お借りしてご説明したいと思っています。 

  そのときに、要援護者という方はどうしても高

齢者の方が先に頭に来るんですけれども、それば
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かりではなく障害をお持ちの方、あるいは外国人

とかいろいろなことで、要支援者という対象者を

とらまえていただきたいというようなご説明を申

し上げたいと思っています。 

  一方で、障害者とかそういう団体等もございま

すので、そういう機会においても登録制度があり

ますと、ぜひともそういうことで身の安全を図る

ことをやっていただきたいというような説明もや

っていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 今回、情報キットの活用

が予算化されまして、民生委員さん、また自治会

長さんとかに大変またお世話になると思うんです

けれども、これによって少しでも台帳に掲載され

る方がふえるのではないかと思っております。 

  また、今回西那須野地区におきましては自主防

災組織が全部機能しているんですけれども、ちょ

っと二、三人の方に聞いたんですけれども、対応

マニュアルどおりにはなかなかいかない。それは

もちろんそうなんですけれども、やはり３カ月た

ったときに自主防災組織の機能がどうであったか、

また各機能の組織の対応と今後の検証ということ

で話し合いなんかを持ったんでしょうか、どうで

しょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 震災後、今回の震災を

受けての自主防災組織との話し合いということで

ございますが、今までにまだ話し合いをしたこと

はありませんけれども、今後の見直しの中で当然

重要な部分でございますので、話し合いをしなが

ら計画の見直しをしていきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） やはり見直しをするにも

現場の声が一番大事かと思います。現場の声を聞

きながら見直しを進めていくことが一番、今後も

生かされるのではないかなと思っております。 

  また、被害者に対してもちょっと忘れがちだな

ということで、これは新聞の記事なんですけれど

もちょっと読んでみます。 

  「被災障害者にもケアを」ということで、那須

塩原市の主婦40歳の方から投稿がありました。

「那須塩原市では東北方面からの被災者や避難者

の生活支援に積極的に取り組んでおり、その点は

十分評価したいと思います。私たち夫婦はともに

障害があり、通院にヘルパーさんの介助は欠かせ

ません。震災では室内にすき間ができるなどの被

害がありましたが、幸いけがもせずに済みました。

夫の通院のために病院の近くに引っ越したいので

すが、市営住宅への入居もはかどりません。震災

で被災し、困っている障害者の方もおられると思

います。民生委員や市職員などらが訪問し、困っ

ていることはないか把握してください。また、県

外からの避難者と同様、市内の被災者にも温かい

まなざしを注いでもらいたいものです」というよ

うな投稿がありますので、参考までにご報告して

おきます。 

  次に、③番の被災者への迅速な行政サービスの

提供ということで、これは前向きに検討している

ことなので本当にうれしく思います。これも全国

的に進んでおりますので、ぜひご検討、また導入

の設置をお願いしたいものです。 

  この被災者システムですけれども、世界各地で

地震や台風、集中豪雨等の自然災害が頻発してい

る。各自治体で防災対策に取り組んでいるところ

でありますが、災害に対して準備をしていても予

想外に危機が発生し続けているのも事実です。危
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機は予測できないのが常です。予想外の事態が発

生することを想定しておかなければなりません。 

  自治体の根本の使命は住民の命と生活を守るこ

とであり、この危機という予想できない相手に対

する備えをしておかなければなりません。そのよ

うな状況下で最も重要なのはスピーディーな決断

であると言われております。すぐさま必要な決断

を下さなければ多くの人命が失われかねません。

その後も山積する災害関連業務に次々と決断し対

応し続けなければなりません。 

  庁舎が破壊されたり、職員の何割かが勤務不可

能であったりするような状況下においても実施し

なければならない、このことは自然災害、事故で

あれすべてに共通しております。そして、この決

断はその状況に応じて適時適切に行っていかなけ

ればなりません。この決断は事前に準備すること

はできません。 

  しかし、できることがあります。それは、いざ

というときにスピーディーな決断が可能な枠組み

を準備しておくことだと思います。決断するため

に必要なのは情報です。正しい決断をするために

は、それを支えるための情報が必要であり、それ

を整備するツールがあれば、そのような事態を回

避し、いざというときにスピーディーな決断を促

す枠組みができております。 

  膨大な行政事務の負担を軽減し、被災者への迅

速な行政サービスの提供に一役買うのがこの被災

者支援システムです。阪神・淡路大震災を経験し

た兵庫県西宮市が、被災者のために必要な支援策

を集約し開発したものと言われております。被災

者の被害状況や避難先などの基本情報を一元化、

管理することで、罹災証明書の発行などがスムー

ズに行われるほか、緊急物資管理や倒壊家屋管理

など、さまざまな行政事務に力を発揮すると言わ

れております。 

  例えば、震災後にこのシステムを導入した宮城

県山元町では罹災証明書の発行がスムーズに行わ

れ、申請件数に対する発行件数は約９割に上り、

同町の福祉課では、一度情報を登録してしまえば

一元管理により義援金の支給などについても再度

申請の手続は要らない。行政にとっても住民にと

っても本当に助かると効果を語っております。 

  今回の震災では災害時の被災者支援のあり方が

問われております。平時から被災者支援システム

を整え、災害時に住民本位の行政サービスが提供

できる体制づくりが急がれているところです。 

  長くなりましたが、ぜひ本市におきましても導

入のご検討をよろしくお願い申し上げます。 

  次に、④番の学校教育での放射能汚染の問題に

ついてお伺いいたします。 

  この件に関しては、この前新聞にも出ていまし

たように、市独自で放射線量の調査ということで

栗川市長の記事が載っておりました。たくさんの

方がこの件に関しては質問しております。やはり

住民の不安解消のために市独自で放射線の調査を

始めるということが今回始まりました。あくまで

も内部被爆を懸念し、将来の子どもの健康への影

響を考えたときに、ぜひとも継続的にモニタリン

グ調査を望むものであります。 

  次に、防災ビラの作成についてお伺いいたしま

す。 

  これもやはり市民の防災意識向上のために、例

えば「我が家の防災」などの発行。だれにでもわ

かりやすく、子どもも高齢者が見てもわかるよう

な、またチェックリストも入れて、そんなにお金

をかけないで安いペラペラの紙で結構ですので、

皆様のお手元に届いて常にチェックができるよう

な、そういう防災ビラをぜひつくっていただきた

いなと思います。これは要望しておきます。 

  次に、⑥番の避難訓練です。このたびの避難訓
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練は日ごろの訓練が十分に生かされて、学校、児

童生徒が無事という成果が生れました。本当に日

ごろの家庭、地域に生かされている防災教育の重

要性を感じたところです。 

  例えば、岩手県の釜石市、ここは死者・行方不

明1,300人という状態でした。市内の小中学生

2,900人、その中で５名が行方不明になったと言

われておりますけれども、ほとんどの小学生、中

学生が助かったということですね。 

  ここ三陸海岸は常に津波の常襲地域に住むとい

うことで、防災教育三原則というのがあるそうで

す。１つは想定を信じるな、２つはベストを尽く

せ、３つに率先して避難者たれという三原則があ

るそうです。これは津波常襲地域に住むお手本と

いうんですか、それが込められているそうです。 

  この三原則を児童生徒が見事に実践して、中学

生の教育においては助けられる人から助ける人に

と指導されているそうです。また、子どもたちの

行動で多くの住民の命が救われたと言われており

ます。子どもを通じて家庭に防災意識を広げるの

が一つの目標だと言われております。 

  また、釜石市には先人の知恵で「てんでんこ」

という言葉があるそうです。これは、家族のこと

は気にせずにてんでんばらばらになって逃げて自

分の命を守りなさい。高台で待てばいつか必ず迎

えが来るという、昔からの言葉があるそうです。

自分で命を守る教育、防災教育で重要な視点は知

識を教えるのではなくて、その姿勢を教えること

が大事だとも、ある教授が言っております。 

  本市におきましても、小学生、中学生、本当に

今回は無事で何よりのことだと思いますけれども、

改めてその防災教育を本当に今後とも広めていっ

ていただきたいなと思っています。 

  相手は自然であります。行政が住民の命を完全

に守り切ることは無理であります。自分の命を守

るのはあなた自身です。あなたがベストを尽くす

ことを行政はサポートしますよという形に、発想

を転換しなければいけないとも言われております。

私たち国民も、自分の命は自分で守るという当た

り前のことをしっかり認識すべきではないかと思

います。 

  今回の帰宅困難者は本当に予想外で、本市の職

員の方が電気のない真っ暗な中、いろいろ帰宅困

難者の方に我が身を顧みず本当に皆さんを守った、

みんなのために尽くしたということはすばらしい

ことで、これは大いに評価していいと思います。

このことを経験に、これを財産に、今後とも市の、

本当に防災、市の発展に本当にお役に立っていた

だきたいなと思っております。 

  次の２項目めに入ります。 

  ２項目め、節電対策についてお伺いいたします。 

  東日本大震災の影響で、東京・東北電力の供給

力が低下したことで、電力需要がピークを迎える

夏場の電力使用が大きな問題になっております。

今や節電は、社会が一丸となって取り組むべき重

要課題になっております。地域経済にも影響が及

び、企業も家庭も知恵を絞って積極的に節電を実

践していきたいものです。 

  また、７月からの電力使用制限のスタートを前

に、この前下野新聞にこのような記事が載ってお

りました。「栃木節電知恵比べ」をテーマに、県

民の皆様から、私たち我が家の節電アイデア、私

の節電提言を募集するとのことです。創造的で一

工夫あるアイデア、本県ならではの提言などを紙

面で広く県民に紹介する、東日本大震災による電

力不足の夏をみんなで知恵を絞って乗り切ろうと

いうキャンペーンが始まりました。個人、団体、

会社、学校などからのアイデアを募集し、紙面に

て随時紹介するとの記事が載っておりました。 

  クールビズも既に始まり、県内の自治体も節電
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へ向けて本腰を入れ始めました。既にご承知のよ

うに、全県の節電目標を政府決定に合わせ15％に

設定、特に県庁舎など県有施設は20％以上の削減

をと、政府を上回る目標を掲げております。新た

な取り組みとして、県庁においては職員の６月か

らのポロシャツ着用で、それが新聞に載っており

ました。また、ＬＥＤ照明への転換、また節電監

視員を320人そろえ、それによるパトロール等を

実施するとの県の節電方針が決定されております。 

  そこで、本市におきましての節電対策を具体的

にお伺いいたします。 

  ２つ目、家庭での節電対策として、那須塩原版

節電メニューの作成を伺うものです。 

  ③教育現場での節電対応と小中学校での節電教

育の実施についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 20番、平山啓子議員の市政

一般質問の２の節電対策についてお答えをいたし

ます。３項目の質問になっておりますけれども、

順次お答えをいたします。 

  ①の節電対策については、喫緊の課題である７

月から９月までの夏場の電力不足対策として、

国・県においては昨年のピーク時使用電力に対し

て15％の削減目標を掲げ、節電に取り組むよう決

定をいたしました。 

  本市におきましては、市民、事業所等がみずか

らの問題として受けとめ、各自創意工夫をして同

じ15％の削減目標が達成できるよう呼びかけてま

いりたいと考えております。さらに、市有施設に

おいてはすべての施設で20％以上の削減を目標と

して節電に取り組んでまいります。 

  ②の那須塩原版節電メニューの作成につきまし

ては、現在県で進めている「とちぎ発節電アクシ

ョン大作戦」のアクションシリーズと連携して、

各家庭に配布できるよう準備を進めておるところ

であります。 

  ③の教育現場での節電対策と小中学校での節電

教育についてのご質問にお答えをいたします。 

  東日本大震災以前から職員室や教室の電気をこ

まめに消す、校内を巡回して使用していない教室

の消灯状況を確認する、長期間使用していない電

気製品のプラグを抜くなど、節電を心掛けておる

ところであります。 

  このたびの震災に係る秋の節電対策につきまし

ては、児童生徒の安全、健康面、学習面を最優先

として、廊下照明の点灯数を減らすことや夏休み

期間中には使用しない施設のブレーカーを落とす

などの対策を実施していきます。また、節電に関

した授業につきましては、社会科ではエネルギー

の確保、理科ではエネルギーの有効活用、総合的

な学習の時間や家庭科では環境に配慮した暮らし

の観点から、電気の有効利用を含めた節電に関す

る教育を行っており、さらに、震災後の電力不足

による計画停電の際には、学校や家庭で電気の大

切さを学んだり、具体的な節電の方法を学習する

ことができるよう各学校で指導いたしております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  ただいまの市長のご答弁の中で、本市において

の節電対策は15％を目標ということで受けとめて

いいと思います。それと、市有施設は20％を目標

にするということもおっしゃっていました。 

  それに向けて、これからいろいろな対策が、協

力というかが必要になってくると思いますけれど

も、県内の大都市、宇都宮とか佐野、足利、鹿沼

など─皆さんご存じのように、鹿沼などは平日

の午後、週１回水曜日を閉庁にして、電力需要の
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少ない土日の午前中にサービスが低下しないよう

に振りかえるということで、７月、８月、９月の

３カ月間これを実施するということが発表されま

した。また、市民の節電コンテストとか、大きく

節電した人には商品券を贈る案なども出ておりま

す。市内に節電対策本部を設置し、15％以上の節

電を目指すというようなことも載っておりました。 

  また、足利市におきましても、節電対策の一環

として市所有の街路灯、公園灯が約2,300基ある

うち、その約半分の1,200基を消費電力の少ない

ナトリウム灯に切りかえるということで、水銀灯

に比べて消費電力が約44％もカットでき、しかも

金額も年間1,000万の削減になる。また、ＣＯ２も

やはり半分ぐらいに削減される。しかし、この交

換費用に600万円はかかるわけなんですけれども、

ナトリウム管の耐久年数が６年ということで、４

年で元が取れる見込みだということが書いてあり

ましたけれども、本市におきましても、かなり思

い切った節電対策を考えてみてはいいんじゃない

かと思うんですけれども。 

  例えば、今言いましたように思い切って週休３

日制にするとか、街灯を取りかえるとか、グリー

ンカーテンをつけるとか、いろいろ全庁的に若い

人からのアイデアもあると思うんですけれども、

このようなことは本庁においては節電対策として

思い切った案はないんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいまのご質問

の中で、勤務日の振りかえとか商品券とか、街路

灯の関係もお話がありましたが、現在本市でこの

夏に取り組む考え方でありますが、節電に関しま

しては議員ご承知のとおり、本市においては那須

塩原市版環境マネジメントシステムということで、

平成20年度を基準にいたしまして21、22、23の３

年間の平均で５％の電気料を削減するという、別

な目的で既に取り組んでいるところでありますが、

今般の節電につきましては、議員おっしゃるとお

り夏場をどう乗り切るかということでの取り組み

になろうと思います。 

  そういう中で、本市の取り組みといたしまして、

国・県と同じになりますけれども、７月から９月

いっぱいの３カ月の中で平日午前９時から午後８

時までという時間帯の中で、市有施設については

20％の削減をするという考えであります。この

20％につきましては、実は５月、先月であります

けれども、既に庁舎の中を見ていただくとおわか

りのとおり、特に事務室の電気については窓側は

つけないとか、既にそういったことで取り組んで

おりますが、その結果、５月の状況が20％以上を

削減しているというようなこともあるものですか

ら、庁内で検討いたしまして、ただいま市長が申

し上げたように市有施設については20％以上とい

う目標を考えております。 

  ということで、先ほどの勤務日の振りかえとか

商品券とか街路灯については、ここでこの夏に向

けて新たに行うということは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） はい、わかりました。 

  今まで、計画停電というのがありましたよね。

市内全域、大体２時間ぐらいなんですけれども、

その思いをすればそういうことも週１ぐらいは可

能じゃないかと思うんですけれども、毎年７月７

日は七夕の日で、クールアースデイということで、

東京タワー初めそういうすばらしい全国の施設を

ライトダウンするわけなんですけれども、本市に

おきましても市内施設の中でライトダウンデーと

いうのを設けてはいかがなものかと思うんですけ

れども、今は何も考えていませんというお答えを
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いただいたんですけれども、さらにそのようなこ

とをお聞きします。 

  あと、現在あちこちで緑のカーテンじゃないで

すけれども、これも前に言ったんですけれども、

これも広まっているということで苗を各市民に配

ったりとかやっているところもあるんですけれど

も、これなんかもすごく温度も下がりますし、収

穫もあっておいしいんですよね。一石二鳥という

こともあるので、これなんかも考えていないのか

なと思うんですけれども、この辺はいかがでしょ

うか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ライトダウン、緑

のカーテンのご質問ですが、先ほど申し上げまし

たように、この夏の対応をどうするかということ

での考え方は先ほど述べたとおりです。 

  先ほど言いませんでしたけれども、既に取り組

んでおります具体的なお話をさせていただきます

と、既にご承知だと思いますがエレベーターの関

係とか自動ドア、使っていない器具のプラグを抜

く、５月からやっていますがクールビズの前倒し

実施、冷蔵庫の設定温度の変更、電気ポットの使

用時間の短縮、昼休み時間の消灯、退庁時の照明

の消灯、自動販売機の照明を落とすというような

ことも既に取り組んでおります。 

  今回新たに、これから暑くなります。今までで

すと、エアコンの関係のお話になりますけれども、

28度という設定の中でエアコンをかけるというこ

とでありますが、もう少し我慢をしてということ

で、２度上げて30度を超えてからエアコンをかけ

ると、それがまず新しい取り組み。それと、消費

電力の大きい電気製品といったものを使わないと

いうことですが、電気ポット、冷蔵庫等、ただい

ま申し上げましたけれども、そういった業務用は

除きますけれども、そういうものについては電源

を抜くというふうなことも考えております。 

  それと、まずはやってみて結果がどうだったと

いうことでは遅いですので、先ほど申し上げまし

た既に取り組んでいる環境マネジメントシステム

の中で、環境管理監督者ということで、各課120

のそういう施設単位があるわけなんですが、それ

ぞれのところにそういう監督者がおります。それ

を10日間ごとにその状況を見て、それには当然今

の状況でクリアできないぞということになれば、

それに合わせた節電をさらに積極的に取り組むと、

そういった経過観察をしながら取り組むというふ

うなことも新たに考えているところであります。 

  それと、ライトダウンの関係はそういうことで

既に部分的にはやっていますが、大々的に行うそ

ういうものは考えておりませんけれども、特にな

いということで考えておりませんけれども、部分

的な照明のことについては行っているということ

であります。 

  それと、今月の22日に節電トライアルというこ

とで、これは全県下一斉ということで県と一緒に

やるわけなんですが、それについても午後６時か

ら午後８時について節電に取り組むというふうな

ことで全県下一斉に取り組みますので、それらに

ついてもやっていきたいというふうに、市民に対

してもそういった周知をしてまいりたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） はい、ありがとうござい

ました。 

  今の節電トライアルというのは、月１とか週１

ですか。ちょっとわからなかったんですけれども。

聞き漏らしました。すみません。 

〔発言する人あり〕 
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○２０番（平山啓子君） １日だけ。ああ、そうで

すか。わかりました。 

  あと、私たち家庭で自分でできる、これからも

大変なときを迎えますけれども、昔ながらの暑さ

対策ということで、これから外に水をまいてみた

り、扇風機もかなり今不足しているほど出ます。

それから、うちわ、水まくらとか、ペットボトル

に水を入れて氷まくらにするとか、そういう知恵

を出して何とか乗り切らなくてはいけないなと思

っています。 

  また、余り我慢と無理は逆効果になって長続き

はしないと思います。それで健康面で影響が出れ

ば元も子もなくなるということで、特に高齢者は

前年熱中症でかなり搬送されたということもある

ので、高齢者に対しては予防のため過度にエアコ

ンを控えさせないということも今後の課題ではな

いかと思います。 

  私たち一人一人の節約が、間接的に被災地の復

興を支援することにもつながるということを意識

しながら、節電対策に邁進してまいりたいと思い

ます。 

  本日はありがとうございました。終わります。 

○議長（君島一郎君） 以上で20番、平山啓子君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５５分 

 




